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中
国
研
究
集
刊

重
号
（
第
六
十
八
号
）

令
和
四
年
八
月

四
五

六
五
頁

―

清
華
簡
『
五
紀
』
第
二
一
部
分
の
思
想
的
特
徴

─

―

病
因
論
と
疾
病
観
の
観
点
か
ら

六

車

楓

は
じ
め
に

近
年
、
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
以
下
、
清
華
簡
）
の
公
開
が
相
次
い
で
い
る
。
本

、

『

』

稿
で
取
り
上
げ
る
の
は

二
〇
二
一
年
一
一
月
に
新
し
く
公
開
さ
れ
た
清
華
簡

五
紀

（

『

（

）
』
、

、

）

黄
徳
寛
主
編

清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡

一
一

中
西
書
局

二
〇
二
一
年
所
収

で
あ
る
。
整
理
者
に
よ
る
と
、
竹
簡
の
総
数
は
一
三
〇
簡
で
、
重
文
、
合
文
や
編
号
も

含
め
た
総
文
字
数
は
四
四
七
〇
字
で
あ
る
。
本
文
献
は
、
五
紀
（
日
・
月
・
星
・
辰
・

歳
）
と
五
算
と
い
う
天
文
暦
数
を
基
礎
に
、
天
文
や
天
地
神
祇
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
れ

ら
と
対
応
す
る
人
事
に
ま
で
言
及
す
る
。
人
事
の
具
体
的
な
内
容
は
、
国
家
の
成
立
や

鬼
神
の
祭
祀
、
民
の
教
育
な
ど
で
あ
り
、
本
文
献
か
ら
は
清
華
簡
の
書
写
年
代
で
あ
る

戦
国
時
代
中
期
頃
ま
で
の
天
人
思
想
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

。

（
注
１
）

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
病
に
関
す
る
記
述
も
見
え
る
。
こ
の
『
五
紀
』
は
、

古
代
中
国
の
天
文
暦
数
や
統
治
理
論
、
天
人
思
想
の
実
態
を
探
る
上
で
貴
重
な
文
献
と

言
え
る
が
、
戦
国
時
代
中
期
頃
の
病
因
論
や
疾
病
観
、
身
体
観
を
物
語
る
資
料
と
し
て

も
注
目
に
値
す
る
。
整
理
者
は
『
五
紀
』
を
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
二
六
の
部
分
に

区
切
っ
て
釈
文
と
注
釈
を
作
成
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
病
に
関
す
る
記
述
が
見
え
る

の
は
第
二
一
部
分
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
を
釈
読
し
、
主
に
病
因
論
や
疾
病
観
の
観

、

点
か
ら
他
の
出
土
文
献
や
伝
世
文
献
と
比
較
し
、
当
該
部
分
の
思
想
的
特
徴
に
つ
い
て

検
討
す
る
。

一

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
釈
読

本
章
で
は
『
五
紀
』
第
二
一
部
分
を
釈
読
す
る
。
な
お
、
原
文
の
［

］
は
竹
簡
番
号

を
、
釈
文
の
【

】
は
語
注
番
号
を
表
す
。
ま
た
、
釈
文
の
段
落
分
け
は
整
理
者
に
従
っ

た
。
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《
原
文
》

乍
又
百
祟
才
人
之
出
占
民
之
疾
羣
神
［
九
一
］
羣
示
尚
亓
枳
桼

又
㫳
与
日

〓
〓

民
又
疾
自
要
以
上
是
胃
興
疾
天
畏
祟
自
要
以
下
是
胃
辟
鬲

畏
［
九
二
］
祟

疾
凥
頸

∟

及

是
胃
旨
祖

祟
疾
凥

心
肺
肝
之
中
是
胃
桾
人
畏
祟

疾
凥
四
只

足

■

〓
〓

［
九
三
］
厷
是
胃
武
疾

良
不

祟

民
又
疾
百
僼
百
桼
莫
疾
莫
痈

儇

∟

會

爲

爲
瘍
［
九
四
］

不
巳

亡
方
集
悳
不
屯
百
祟
之
央
民
之
不

〓

敬
神
示
弗
良
天
下
有
尚
不
韋
之
用
行

民
共
事
［
九
五
］
寺

福
化
寺
不
羊
天
乍
夭

■

神
乍

民
不
敬
自

罰
天

疾

神
見

化
而
弗
改
天
之
所
［
九
六
］
罰

於
∟

［

］

天
女
矞
於
神
女
巨
於
人
女
厇
天

四
巟
四
冘
四

四
唯
是
司
正
列
十

又
五

九
七

《
釈
文
》

作
有
百
祟
、
在
人
之
出
。
占
【

】
民
之
疾
、
羣
神
羣
祇
【

、
尚
【

】
其
肢
節

】

1

2

3

【

、
上
下
左
右
、
有
辰
与
日
。
凡
民
有
疾
、
自
腰
以
上
、
是
謂
興
疾
【

、
天
鬼

】

】

4

5

【

】
祟
。
自
腰
以
下
、
是
謂
辟
隔
【

、
地
鬼
祟
。
疾
處
【

】
頸
・
脊
【

】
及

】

6

7

8

9

尻
【

、
是
謂
耆
【

、
詛
盟
【

】
祟
。
疾
處
腹
心
肺
肝
之
中
、
是
謂
窘
【

、

】

】

】

10

11

12

13

人
鬼
祟
。
疾
處
四
肢
、
骸
【

・
足
・
股
【

・
厷
【

、
是
謂
武
疾
【

、
無

】

】

】

】

14

15

16

17

良
【

・
不
壮
死
【

】
祟
。
凡
民
有
疾
、
百
體
百
節
、
莫
疾
莫
痛
、
暑
熱
【

】
儇

】
18

19

20

儇
【

、
會
氣
【

】
爲
狂
【

、
衍
氣
【

】
爲
瘍
。
腫
潰
【

】
不
已
、
上
下

】

】

21

22

23

24

25

亡
方
。
雜
德
不
純
、
百
祟
之
殃
。

、

。

、

。

、

。

、

民
之
不
敬

神
祇
弗
良

天
下
有
常

不
違
之
用
行

凡
民
恭
事

時
遇
福

過
時

不
祥
【

。
天
作
妖
、
神
作
孽
、
民
不
敬
、
自
遺
【

】
罰
。
天
地
疾

【

、
神

】

】

26

27

28

見
禍
孽
。
過
而
弗
改
、
天
之
所
罰
。
於
天
如
規
、
於
神
如
矩
、
於
人
如
度
、
天
地
・
四

荒
・
四
堪
・
四
柱
・
四
維
【

】
是
司
。

29

正
列
十
乘
有
五
【

。】
30

《
書
き
下
し
文
》

作
め
て
百
祟
有
る
は
、
人
の
出
づ
る
に
在
り
。
民
の
疾
を
占
る
に
、
群
神
群
祇
、
其

は

じ

み

の
肢
節
を

尚

り
、
上
下
左
右
に
、
辰
と
日
と
有
り
。
凡
そ
民
に
疾
有
る
に
、
腰
よ

つ

か

さ

ど

り
以
上
、
是
れ
を
興
疾
と
謂
い
、
天
鬼
の
祟
り
な
り
。
腰
よ
り
以
下
、
是
れ
を
辟
隔
と

謂
い
、
地
鬼
の
祟
り
な
り
。
疾
む

処

頸
・
脊
及
び
尻
な
れ
ば
、
是
れ
耆
と
謂
い
、
詛

と

こ

ろ

盟
の
祟
り
な
り
。
疾
む

処

腹
心
肺
肝
の
中
な
れ
ば
、
是
れ
を
窘
と
謂
い
、
人
鬼
の
祟

と

こ

ろ

き

ん

り
な
り
。
疾
む

処

四
肢
、
骸
・
足
・
股
・
厷
な
れ
ば
、
是
れ
武
疾
と
謂
い
、
無
良
・

と

こ

ろ

不
壮
死
の
祟
り
な
り
。
凡
そ
民
に
疾
有
る
に
、
百
体
百
節
に
、
疾
莫
く
痛
み
莫
き
も
、

暑
熱
儇
儇
た
り
て
、
会
気
狂
と
為
り
、
衍
気
瘍
と
為
る
。
腫
潰
已
え
ざ
れ
ば
、
上
下
方

亡
し
。
雑
徳
純
な
ら
ざ
れ
ば
、
百
祟
の
殃
あ
り
。

民
の
敬
わ
ざ
る
は
、
神
祇
良
か
ら
ず
と
す
。
天
下
に
常
有
れ
ば
、
違
わ
ざ
る
の
用
行

わ
る
。
凡
そ
民

事
を
恭
ま
し
く
す
る
に
、
時
な
れ
ば
福
に
遇
う
。
時
を
過
ぐ
れ
ば
、
祥

。

、

、

、

。

な
ら
ず

天
は
妖
を
作
し

神
は

孽

を
作
し

民
敬
わ
ざ
れ
ば

自
ら
罰
を
遺
う

わ

ざ

わ

い

く

わ

天
地
の
疾

は
、
神
の
禍
孽
を
見
す
な
り
。
過
て
ど
も
改
め
る
こ
と
弗
く
ん
ば
、
天

し

め

の
罰
す
る
所
な
り
。
於
天
は
規
の
如
し
、
於
神
は
矩
の
如
し
、
於
人
は
度
の
如
し
、

あ

あ

あ

あ

あ

あ

天
地
・
四
荒
・
四
堪
・
四
柱
・
四
維
は
是
れ
司
な
り
。

正
に
列
な
る
こ
と
十
乗
有
五
。

《
日
本
語
訳
》

は
じ
め
て
多
く
の
祟
り
が
生
じ
た
の
は
、
人
類
が
生
ま
れ
出
て
か
ら
で
あ
る
。
民
の

疾
病
を
見
て
み
る
と
、
群
神
群
祇
が
民
の
四
肢
骨
節
を
掌
り
、
身
体
の
上
下
左
右
に
星

辰
と
太
陽
と
が
あ
る
。
一
般
的
に
民
に
疾
病
の
あ
る
場
合
、
患
部
が
腰
以
上
で
あ
れ
ば

、

。

、

こ
れ
を
興
疾
と
言
い

天
鬼
の
祟
り
で
あ
る

腰
以
下
で
あ
れ
ば
こ
れ
を
辟
隔
と
言
い

地
鬼
の
祟
り
で
あ
る
。
病
ん
だ
と
こ
ろ
が
頸
・
脊
椎
お
よ
び
尻
で
あ
れ
ば
こ
れ
を
耆
と

言
い
、
詛
盟
の
祟
り
で
あ
る
。
病
ん
だ
と
こ
ろ
が
腹
心
肺
肝
の
中
で
あ
れ
ば
こ
れ
を
窘
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と
言
い

人
鬼
の
祟
り
で
あ
る

病
ん
だ
と
こ
ろ
が
四
肢

つ
ま
り
ふ
く
ら
は
ぎ
の
骨
・

、

。

、

足
・
太
も
も
・
上
腕
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
武
疾
と
言
い
、
よ
く
な
い
死
に
方
を
し
た
人

。

、

や
壮
年
に
至
る
前
に
亡
く
な
っ
た
人
の
祟
り
で
あ
る

一
般
的
に
民
に
疾
病
が
あ
っ
て

身
体
の
節
々
に
病
気
が
な
く
痛
み
も
な
い
が
、
熱
が
体
に
ま
と
わ
り
つ
き
、
熱
気
が
体

内
に
集
ま
れ
ば
狂
を
発
症
し
、
熱
気
が
体
表
に
散
ら
ば
れ
ば
瘍
を
発
症
す
る
。

皮
膚
の

腫
れ
や
た
だ
れ
が
治
ら
な
け
れ
ば
、
上
下
、
つ
ま
り
天
に
も
人
に
も
手
の
施
し
よ
う
が

な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
徳
（
礼
・
義
・
愛
・
仁
・
忠
）
が
不
純
で
あ
れ
ば
、
多
く
の
祟
り

が
も
た
ら
す
殃
が
起
こ
る
。

民
が
天
を
敬
わ
な
い
の
は
、
神
祇
が
よ
し
と
し
な
い
。
天
下
に
常
道
が
あ
れ
ば
、
理

に
背
か
な
い
運
用
が
行
わ
れ
る
。
民
が
祭
祀
を
丁
寧
に
行
う
の
が
、
時
宜
に
適
っ
て
い

れ
ば
福
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
適
切
な
時
を
過
ぎ
て
い
る
と
、
よ
く
な
い
。
天
は
妖
を
起

こ
し
、
神
は
災
い
を
起
こ
し
、
民
が
天
を
敬
わ
な
け
れ
ば
、
民
は
自
ら
罰
を
加
え
る
。

天
地
の
疫
病
は
、
神
が
災
い
を
示
し
た
も
の
だ
。
民
が
過
ち
を
犯
し
て
お
き
な
が
ら
そ

れ
を
改
め
な
け
れ
ば
、
天
は
民
を
罰
す
る
。
あ
あ
天
は
規
（
コ
ン
パ
ス
）
の
よ
う
だ
、

あ
あ
地
は
矩
（
さ
し
が
ね
）
の
よ
う
だ
、
あ
あ
人
は
度
（
も
の
さ
し
）
の
よ
う
だ
、
天

地
・
四
荒
・
四
堪
・
四
柱
・
四
維
は
こ
れ
を
掌
る
。

こ
こ
ま
で
十
五
乗
。

《
語
注
》

【

】
占
：
見
る

『
方
言
』
巻
十
に
「

・

・
䀡
・
占
・
伺
、
視
也
。
凡
相

。

1
竊
視
南
楚
謂
之

〔
中
略
〕
或
謂
之
占
、
或
謂
之

」
と
あ
る
。

、

【

】
祇
：

示
」
字
を
「
祇
」
字
に
読
み
替
え
る
例
は
、
清
華
簡
『
皇
門
』
第
五
簡
に

「

2
「
先
神
示
（
祇
）
復
式
用
休

と
あ
る
。
本
稿
も
こ
れ
に
従
う
。

」（
注
２
）

【

】
尚
：
つ
か
さ
ど
る
。
第
七
簡
に
初
出
の
「
尚
」
字
に
対
し
、
整
理
者
は
司
と
訓

3
じ
て
後
世
で
は
「
掌
」
字
に
作
る
と
述
べ
る
。
本
稿
も
こ
れ
に
従
う

『
史
記
』
呂
太
后

。

本
紀

襄
平
侯
通
符
節
を
尚
る

襄
平
侯
通
尚
符
節

に
対
し

史
記
集
解

は

張

「

（

）
」

、『

』

「

晏
曰

「

中
略
〕
尚
、
主
也

」
と
述
べ
る
。

、
〔

」

『
五
紀
』
第
八
六
簡
に
は
「
六
旬
尚
短
節
小
骨
、
祇
神
是
司
」
と
あ
り
、
第
九
一
～

九
二
簡
の
「
羣
神
羣
祇
、
尚
其
肢
節
」
と
同
様
の
内
容
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
神
祇
が
骨

節
を
掌
る
と
す
る
。

【

】
肢
節
：

枳
」
字
も
「
肢
」
字
も
章
母
支
部
で
あ
る
た
め
、
読
み
替
え
ら
れ
る
。

「

4

、

『

』

「

（

）

、

読
み
替
え
例
は

上
博
楚
簡

相
邦
之
道

第
三
簡
に

庶
人
勸
於
四
枳

肢

之
藝

以
備
軍
旅
」
と
あ
る
。
ま
た

「
桼
」
字
は
精
母
質
部

「
節
」
字
は
清
母
質
部
で
読
み

、

、

替
え
ら
れ
る
。

【

】
興
疾
：
文
脈
か
ら
考
え
て
何
ら
か
の
病
名
と
思
わ
れ
る
が
、
未
詳

「
興
」
の
意

。

5
味
に
よ
っ
て
二
通
り
の
解
釈
が
で
き
る
。
ま
ず
一
つ
目
は

「
興
」
を
起
き
あ
が
る
の
意

、

味
で
と
る
場
合
で
あ
る

『
詩
』
衛
風
・
氓
に
「
夙
興
夜
寐
」
と
あ
り
、
鄭
玄
箋
は
「
常

。

早
起
夜
臥
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
に
基
づ
く
と

「
興
疾
」
は
横
に
な
っ
た
状
態
か
ら
身
体

、

を
起
こ
す
と
き
に
動
く
部
位
、
す
な
わ
ち
腰
か
ら
上
に
発
生
す
る
病
気
と
言
え
る
。
あ

る
い
は

「
興
」
字
の
起
こ
る
・
起
こ
す
と
い
う
意
味
に
は
、
あ
る
物
事
が
上
へ
向
か
う

、

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
身
体
に
当
て
は
め

「
興
」
字
が
上
半
身
を

、

表
す
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
病
名
と
身
体
部
位
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
二
つ
目
は

「
興
」
を
盛
ん
の
意
味
で
と
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
で
あ
れ
ば

「
興

、

、

疾
」
で
症
状
が
激
し
い
病
と
理
解
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
病
名
と
身
体
部
位
と
の
間
に

関
係
性
は
見
出
せ
な
い
。
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【

】
鬼
：
原
文
の
「
畏
」
字
を
「
鬼
」
字
に
読
み
替
え
る
根
拠
は
不
明
。
白
於
藍
編

6
著
『
簡
帛
古
書
通
仮
字
大
系

（
海
峡
出
版
発
行
集
団
・
福
建
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
七

』

年
）
は
清
華
簡
『
厚
父
』
に
「
鬼
」
字
を
「
畏
」
字
に
読
み
替
え
る
例
が
見
え
る
と
す

、「

「

」

「

」

、

」

る
が

整
理
者
は

鬼

字
を
直
接

畏

字
に
読
み
替
え
て
い
て

不
確
か
で
あ
る

（
五
六
五
頁
）
と
述
べ
る
。
雷
黎
明
『
戦
国
楚
簡
字
義
通
釈

（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

』

〇
二
〇
年
）
は
「
鬼
」
字
が
「
畏
」
字
に
通
じ
る
と
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
郭
店
楚
簡

『
老
子
・
乙
』
第
五
簡
の
「
人
之
所

（
鬼
〔
畏

」
を
挙
げ
る
（
五
一
二
頁

。
ま

〕
）

）

た

「
畏
」
字
は
、
楚
簡
に
お
い
て
従
心
鬼
声
の
字
で
書
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
も
述
べ

、（

）。

、「

」

「

」

る

五
一
三
頁

今
は
整
理
者
や
他
文
献
で
の
読
み
替
え
例
に
従
い

畏

字
を

鬼

字
に
す
る
。

【

】
辟
隔
：
原
注
二
は

「
辟
」
字
を
「
癖
」
字
に
読
み
、
積
塊

の
こ
と
と
す

、

（
注
３
）

7
る
。
ま
た

「
鬲
」
字
は
「
隔
」
字
に
読
み
、
へ
だ
て
る
こ
と

「
辟
鬲
」
は
あ
る
い
は

、

。

「
辟
歴

、
す
な
わ
ち
「
霹
靂
」
と
も
読
め
る
と
い
う
。

」

た
だ

「
辟
」
字
は
読
み
替
え
る
必
要
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

『
荀
子
』
正
論
に

、

。

は

「
王
梁
・
造
父
者
、
天
下
之
善
馭
者
也
、
不
能
以
辟
馬
・
毀
輿
致
遠
」
と
あ
り
、
楊

、
倞
は
「
辟
與
躄
同
」
と
注
す
る
。
こ
の
場
合

「
辟
」
字
は
「
歩
行
が
不
自
由
で
あ
る
こ

、

」

、

、

。

と

を
意
味
し

こ
の
意
味
で
と
る
と

病
名
と
腰
以
下
と
い
う
患
部
と
が
対
応
す
る

【

】
處
：
本
字
は
『
五
紀
』
第
二
一
簡
に
も
見
え
、
そ
れ
に
対
す
る
原
注
四
は
『
説

8
文
解
字
』
几
部
に
「
凥
、
處
也
」
と
あ
る
こ
と
を
根
拠
に

「
處
」
字
に
読
み
替
え
る
。

、

本
稿
も
こ
れ
に
従
う
。

【

】
脊
：
背
部
の
脊
椎

『
五
紀
』
第
八
〇
簡
に
は
に
く
づ
き
の
な
い
「
朿
」
字
が
見

。

9
え
、
整
理
者
に
よ
る
と
清
母
錫
部
で
あ
り
、
精
母
錫
部
の
「
脊
」
字
に
読
み
替
え
ら
れ

る
と
い
う

「

」
字
は
身
体
を
表
す
に
く
づ
き
が
つ
い
た
だ
け
で
あ
る
た
め

「
朿
」

。

、

字
の
例
に
従
っ
て
読
み
替
え
る
。

【

】
尻
：
原
注
三
は
読
み
替
え
の
根
拠
を
示
さ
な
い
。
両
字
に
共
通
す
る
「
九
」
字

10
は
見
母
幽
部

「
尻
」
字
は
渓
母
幽
部
に
属
す
る
こ
と
か
ら
読
み
替
え
た
か
。
他
の
文
献

、

に
見
え
な
い
文
字
で
あ
る
た
め
、
今
は
整
理
者
に
従
っ
て
「
尻
」
字
で
読
む
。

【

】

。「

」

、「

」

耆
：
原
注
四
は
読
み
替
え
の
根
拠
を
示
さ
な
い

旨

字
は
章
母
脂
部

耆

11
字
は
群
母
脂
部
に
属
す
る
こ
と
か
ら
読
み
替
え
た
か
。
原
注
四
に
よ
る
と

「
耆
」
は
獣

、

の
背
中
の
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
広
げ
て
背
部
の
疾
病
と
理
解
で
き
る
。
ま
た
原
注
は
、

用
例
と
し
て
『
漢
書
』
揚
雄
伝
下
の
「
兗
鋋
瘢
耆
・
金
鏃
淫
夷
者
數
十
萬
人

、
そ
の
顔

」

「

、「

、

」
」

。

。

師
固
注
の

孟
康
曰

瘢
耆

馬
脊
創
瘢
處
也

を
挙
げ
る

本
稿
も
こ
れ
に
従
う

【

】
詛
盟
：

祖
」
字
は
精
母
魚
部

「
詛
」
字
は
荘
母
魚
部
で
読
み
替
え
ら
れ
る
。

「

、

12
、「

」

、

。

「

」

ま
た

盟

字
は
も
と
も
と
甲
骨
文
で
囧
に
従
い

皿
声
の
文
字
で
あ
っ
た

こ
の

字
も
そ
の
名
残
が
あ
る
。
原
注
五
に
よ
る
と
、
楚
の
卜
筮
祭
祷
簡
で
は
「
盟
詛
」
と
さ

れ
る
。
論
者
が
調
べ
た
と
こ
ろ
、
包
山
楚
簡
卜
筮
簡
躬
身
・
王
事
貞
の
第
二
一
一
簡
に

「
使
攻
解
於
盟
詛
、
且
叙
除
於
宮
室
」
と
あ
る
。
朱
曉
雪
氏
は
こ
の
包
山
楚
簡
の
「
盟

詛
」
に
つ
い
て

『
日
書
』
の
記
述
と
、
後
文
の
第
二
四
一
簡
で
「
詛
」
と
一
文
字
で
出

、

て
く
る
こ
と
を
踏
ま
え

「
盟
詛
」
が
盟
誓
と
詛
呪
を
そ
れ
ぞ
れ
つ
か
さ
ど
る
二
つ
の
神

、

祇
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る

『
五
紀
』
の
「
詛
盟
」
も
こ
れ
と
同
じ
か
。

（
注
４
）
。

【

】
窘
：
読
み
替
え
の
根
拠
は
不
明
。
今
は
整
理
者
に
従
う

「
窘
」
は
苦
し
む
の
意

。

13
味

『
詩
』
小
雅
・
正
月
「
又
窘
陰
雨
」
と
あ
り
、
毛
伝
は
「
窘
、
困
也
」
と
述
べ
る
。

。
内
臓
が
苦
し
い
症
状
を
表
す
か
。
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【

】

。

。「

」

『

』

骸
：
読
み
替
え
の
根
拠
は
不
明

今
は
整
理
者
に
従
う

骸

は

説
文
解
字

14
骨
部
に
「
骸
、
脛
骨
也
」
と
あ
る
と
お
り
、
ふ
く
ら
は
ぎ
の
骨
の
こ
と
。

【

】
股
：
太
も
も
の
こ
と

『
説
文
解
字
』
肉
部
に
「
股
、
髀
也
」
と
あ
る
。

。

15
【

】

、

。『

』

「

、

」

厷
：
肩
か
ら
肘
の
間

上
腕
を
指
す

説
文
解
字

又
部
に
は

厷

臂
上
也

16
と
あ
る
。

【

】

。「

」

、

「

」

武
疾
：
こ
の
語
は
伝
世
文
献
に
見
え
な
い

興
疾

と
同
じ
く

こ
の
語
も

武

17
の
意
味
に
よ
っ
て
、
病
名
と
身
体
部
位
が
対
応
す
る
場
合
と
、
対
応
し
な
い
場
合
と
に

分
か
れ
る

「
武
」
を
武
器
の
意
味
で
と
る
と
、
武
器
を
持
っ
て
素
早
く
動
か
す
腕
、
戦

。

で
早
く
走
る
足
と
い
う
四
肢
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
連
想
し
て
、
四
肢
に
「
武
疾
」
を
配
当

し
た
と
考
え
ら
れ
る

し
か
し

武

を
猛
々
し
い

激
し
い
の
意
味
で
と
る
と

武

。

、「

」

、

、「

疾
」
を
症
状
が
激
し
い
病
と
理
解
で
き
る
。

【

】

、

『

』

「

」

「

」

無
良
：
裘
錫
圭
氏
は

郭
店
楚
簡

語
叢
一

第
一
簡

凡
物
由

生

の

18
字
を
「
亡
（
無

」
字
に
読
み
替
え
る
可
能
性
を
指
摘
す
る

。
本
稿
も
こ
れ
に
従

）

（
注
５
）

う
。
原
注
六
に
よ
る
と

「
無
良
」
と
は
良
く
な
い
死
の
こ
と
で
、
楚
の
卜
筮
祭
祷
簡
に

、

見
え
る

不
辜

兵
死

溺
人

な
ど
の
総
称
と
も
考
え
ら
れ
る

原
注
の
言
う

不

「

」「

」「

」

。

「

」

、

、『

』

「

、

」

辜

は

罪
の
な
い
人
の
こ
と
で
あ
り

墨
子

法
儀
に

日
殺
不
辜
者

得
不
祥
焉

と
あ
る

「
兵
死
」
は
戦
死
し
た
人
の
こ
と
で
、
包
山
楚
簡
卜
筮
簡
疾
病
貞
第
二
四
一
簡

。

に
「
使
攻
解
於
詛
與
兵
死
」
と
あ
る

「
溺
人
」
は
包
山
楚
簡
卜
筮
簡
疾
病
貞
第
二
四
六

。

簡
に
「
使
攻
解
於
水
上
與
溺
人
」
と
あ
り
、
溺
死
し
た
人
の
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
不
幸
な
死
の
代
表
例
で
あ
る
。

【

】

、『

』

「

、

。

、

不
壮
死
：
原
注
六
は

礼
記

曲
礼
上
に

人
生
十
年
曰
幼

學

二
十
曰
弱

19
冠
。
三
十
曰
壯
、
有
室
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
〇
歳
未
満
で
亡
く
な
っ
た
人
の
こ
と

と
す
る
。
本
稿
も
こ
れ
に
従
う
。

【

】

「

」

、

、

『

』

暑
熱
：

暑

字
に
つ
い
て

類
似
の
読
み
替
え
例
と
し
て

郭
店
楚
簡

緇
衣

20

「

」

。『

』

「

」

第
九
簡
の

日
凥
雨

が
挙
げ
ら
れ
る

緇
衣

の
整
理
者
は
こ
の
部
分
を

日
傛
雨

と
隷
定
す
る
が
、
李
家
浩
氏
は
「
傛
」
字
は
隷
定
を
誤
っ
て
い
る
と
し

「

」
字
に

、

隷
定
し
た
上
で
「
凥
」
字
に
読
む

「

」
字
と
「
凥
」
字
の
関
係
は

「

」
字
と

。

、

「

」

。

『

』

「

」

、「

」

几

字
な
ど
と
同
じ
で
あ
る

今
本

礼
記

緇
衣
に
は

夏
日
暑
雨

と
あ
り

凥

字
は
「
暑
」
字
に
通
じ
る

「
凥
」
字
も
「
暑
」
字
も
魚
部
に
属
す
る
た
め
、
こ
の
読
み

。

替
え
は
成
り
立
つ
と
す
る

五
紀

と
全
く
同
じ
読
み
替
え
例
は

清
華
簡

治

（

）

注
６

。『

』

、

『

邦
之
道
』
第
一
二
簡
に
「
寒

（
暑

」
と
あ
る
。

）

「

」

、

、「

」

熱

字
に
つ
い
て
は

原
注
に
は
読
み
替
え
の
根
拠
が
書
か
れ
て
い
な
い
が

日

と
「
火
」
が
共
通
す
る
「

」
字
は
、
清
華
簡
『
筮
法
』
祟
・
第
四
八
簡
で
「
離
卦
、

（
熱

・
溺
者
」
と

「
熱
」
字
に
読
み
替
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
も
こ
れ
に
従
う
。

）

、

【

】
儇
儇
：
ま
と
う
こ
と

『
荀
子
』
礼
論
に
「
設
掩
面
儇
目
、
鬠
而
不
冠
笄
矣
」
と

。

21
あ
り
、
王
先
謙
『
荀
子
集
解
』
は
「
儇
與
還
同
、
繞
也
」
と
述
べ

「
ま
と
う
」
の
意
味

、

で
取
る
。
論
者
は
こ
れ
に
従
い

「
暑
熱
儇
儇
」
は
身
体
が
熱
気
を
帯
び
て
い
る
さ
ま
と

、

解
釈
し
た
。
た
だ
、
伝
世
文
献
に
は
「
儇
儇
」
を
こ
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
る
例
は
見

ら
れ
な
い
。

な
お
、
原
注
七
は
「
嬛
嬛
」
と
読
み
替
え
、
一
人
の
さ
ま
と
解
釈
す
る
。
そ
の
根
拠

に

『
詩
』
周
頌
・
閔
予
小
子
の
「
嬛
嬛
在
疚
」
に
、
鄭
玄
が
「
嬛
嬛
然
孤
特
、
在
憂
病

、
之
中
」
と
注
す
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
文
意
が
通
ら
な
い
。
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會
氣
：

字
を

気

字
に
読
み
替
え
る
例
は

郭
店
楚
簡

老
子

甲
・

【

】

「

」

「

」

、

『

』

22
第
三
五
簡
に
「
心
使

（
氣
）
曰
強
」
と
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、
今
本
『
老
子
』
第
五

五
章
で
は
「
心
使
氣
曰
強
」
と
な
っ
て
い
る

「
會
氣
」
の
用
例
は

『
史
記
』
扁
鵲
伝

。

、

に
「
會
氣
閉
而
不
通
」
と
あ
り
、
気
が
集
ま
る
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
集
ま
っ
て
き
た
気

そ
の
も
の
の
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
外
の
熱
気
が
体
内
に
集
ま
っ
て
く
る
こ
と
と

解
し
た
。

【

】
狂
：
整
理
者
は
読
み
替
え
の
根
拠
を
示
し
て
い
な
い

『
説
文
解
字
』
犬
部
に
よ

。

23
る
と
「
狂
」
字
は
「
从
犬
㞷
聲
」
で
あ
る
こ
と
か
ら

「
㞷
」
の
共
通
す
る
「

」
字

、

か
ら
「
狂
」
字
に
読
み
替
え
た
か
。

「
狂
」
と
は
、
正
常
な
認
識
能
力
が
失
わ
れ
、
常
軌
を
逸
し
た
行
動
を
す
る
病
。
狂

の
具
体
的
な
症
状
は

『
霊
枢
』
癲
狂
に
「
狂
始
生
、
先
自
悲
也
。
喜
忘
、
苦
怒
、
善
恐

、

者
得
之
憂
飢

〔
中
略
〕
狂
始
發
、
少
臥
不
飢
、
自
高
賢
也
、
自
辯
智
也
、
自
尊
貴
也
、

。

善
罵
詈
、
日
夜
不
休
」
な
ど
と
あ
る
。

【

】
衍
氣
：
原
注
八
は
原
文
の
「

」
字
を
「
悍
」
字
に
読
み
替
え

「
強
い
」
の

、

24
意
味
で
と
る
。
し
か
し

「
悍
」
字
に
通
じ
る
「
旱
」
字
は
、
例
え
ば
上
博
楚
簡
『
魯
邦

、

』

「

」

、『

』

「

」

「

」

大
旱

で
は

と
な
っ
て
お
り

五
紀

で

字
に
隷
定
さ
れ
る

と
は
明
ら
か
に
形
が
異
な
る

さ
ら
に

文
章
構
成
か
ら
し
て

氣

は
前
文
の

會

。

、

「

」

「

氣
」
と
対
句
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が

「
悍
氣
」
と
す
る
と
「
會
氣
」
と
う
ま
く
対

、

に
な
ら
な
い

「

」
字
に
つ
い
て
は
異
論
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
王
寧
氏
の
説
を
参

。

、「

」

「

」

、

「

」

。

考
に

字
を

衎

字
に
読
み
替
え

さ
ら
に

衍

字
に
読
み
替
え
る
（

）

注
７

「

」
字
は
従
口
干
声
の
字
と
考
え
ら
れ
る

「
干
」
字
は
見
母
元
部
で
あ
る
こ
と
か

。

ら
、
渓
母
元
部
の
「
衎
」
字
に
読
み
替
え
ら
れ
る

『
周
易
』
漸
卦
の
「
飮
食
衎
衎
」
が

。

馬
王
堆
本
で
は
「
酒
食
衍
衍
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と

「
衎
」
字
と
「
衍
」

、

。

、

「

」

「

」

「

」

字
は
通
用
す
る

程
少
軒
氏
も

戦
国
時
代
に
お
い
て

侃

字
と

干

字
と

衍

字
が
通
じ
る
と
述
べ
る

「
衍
」
字
は
散
る
の
意
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、

（
注
８
）
。

王
寧
氏
の
述
べ
る
と
お
り

「
會
氣
」
は
外
の
熱
気
が
体
内
に
集
ま
る
こ
と

「
衍
氣
」

、

、

は
熱
気
が
体
表
に
散
ら
ば
る
こ
と
と
い
う
よ
う
に
対
句
で
理
解
で
き
る

「
瘍
」
は
皮
膚

。

病
で
あ
る
た
め
、
体
表
に
散
ら
ば
っ
た
気
が
皮
膚
を
冒
す
と
考
え
る
王
寧
氏
の
こ
の
説

は
首
肯
で
き
る
。

【

】
腫
潰
：
両
字
の
読
み
替
え
は
原
注
八
に
依
る
。
ま
ず
「
腫
」
字
に
つ
い
て
、
原

25
文
の
「

」
字
は

『
説
文
解
字
』

部
に
よ
る
と
、
従

童
声
で
あ
る

「
童
」
字

、

。

は
定
母
東
部
で
「
重
」
字
に
通
じ
る

「
童
」
字
を
「
重
」
字
に
読
み
替
え
る
例
は
、
郭

。

店
楚
簡
『
尊
徳
義
』
や
上
博
楚
簡
『
容
成
氏
』
な
ど
に
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
に
従
っ
て

ま
ず
「

」
字
を
「

」
字
に
読
み
替
え
る
。
さ
ら
に

「

」
字
を
「
腫
」
字
に
読

、

み
替
え
る
例
は
、
放
馬
灘
秦
簡
『
日
書
』
乙
種
・
第
二
四
〇
簡
に
「
善
病
背
膺
腫
」
と

あ
る
。

次
に
「
潰
」
字
に
つ
い
て
、
原
文
の
「

」
字
は
、
原
注
八
に
よ
る
と
従

胃
声

で
あ
り
、
清
華
簡
『
楚
居
』
に
は
「
渭
（
潰
）
自
脅
出
」
と
あ
る

「
胃
」
字
も
「
潰
」

。

、

、

「

」

「

」

字
も
匣
母
物
部
で
あ
る
こ
と
と

原
注
八
の
指
摘
を
あ
わ
せ

本
稿
も

字
を

潰

字
に
読
み
替
え
る
。

【

】
凡
民
恭
事
、
時
遇
福
。
過
時
、
不
祥
：
整
理
者
は
「
凡
民
恭
事
、
時
遇
福
禍
、

26
時
不
祥
」
と
す
る
が
、
こ
の
区
切
り
方
で
は
文
意
が
取
り
づ
ら
い
。
本
稿
で
は
、
侯
瑞

華
氏
の
説

に
従
っ
て
句
読
点
を
附
し
た
。

（
注
９
）

【

】
遺
：
加
え
る
の
意

『
詩
』
邶
風
・
北
門
の
「
政
事
一
埤
遺
我
」
に
対
し
、
毛
伝

。

27
は
「
遺
、
加
也
」
と
述
べ
る
。
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【

】

：
原
文
は
「

」
字
で
あ
る
。
石
小
力
氏
は
、
上
博
楚
簡
『
呉
命
』
第
三

28
＋
一
簡
に
見
え
る
「
疾

」
字
に
つ
い
て
、
張
崇
礼
氏
が
「
疾

」
と
読
ん
で
い
る

、

「

」

。

、

こ
と
を
根
拠
に

当
該
字
も

字
に
読
み
替
え
る

張
崇
礼
氏
に
よ
る
と

（

）

注
10

『
呉
命
』
の
「

」
字
は
因
声
で
あ
り
、
こ
れ
は
影
母
真
部
に
属
す
る

「

」
字
は

。

昷
声
で
あ
り
、
こ
れ
は
影
母
文
部
に
属
す
る
。
こ
の
二
字
は
音
が
近
い
た
め
、
読
み
替

え
ら
れ
る
と
い
う
。
ま
た

「

」
字
は
「
疾
」
字
と
同
義
で
あ
る

。
本
稿
も
張

、

（
注

）
11

崇
礼
氏
お
よ
び
石
小
力
氏
に
従
い

「

」
字
に
読
み
替
え
る
。
整
理
者
は
「
愠
」
字

、

に
読
み
替
え
る
が

「

」
字
の
方
が
文
意
が
通
る
。

、

【

】
四
荒
・
四
堪
・
四
柱
・
四
維
：

五
紀
』
第
三
七
～
三
九
簡
で
は
、
こ
れ
ら
に
天

『

29
と
地
と
を
加
え
て
群
神
と
す
る

「
四
荒
」
は
整
理
者
に
よ
る
と

『
五
紀
』
第
九
簡
に

。

、

見
え
る
「
大
和

「
小
和

「
大

「
小

」
の
こ
と
で
あ
り

『
爾
雅
』
釈
地
・
野

」

」

」

、

に
出
て
く
る
四
方
の
果
て
の
国
と
い
う
意
味
で
の
四
荒
と
は
異
な
る
。

「
四
堪
」
は
原
文
で
「
四
冘
」
と
な
っ
て
い
る
。
整
理
者
は
、
喩
母
侵
部
の
「
冘
」

字
を
定
母
冬
部
の
「
仲
」
字
や
端
母
冬
部
の
「
中
」
字
に
読
み
替
え
ら
れ
る
可
能
性
を

指
摘
す
る

「
四
仲
」
で
あ
れ
ば

『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
「
太
陰
在
四
仲
」
と
あ
り
、

。

、

「

、

。

、

」

。

高
誘
は

仲

中
也

四
中

謂
太
陰
在
卯
・
酉
・
子
・
午
四
面
之
中
也

と
注
す
る

し
か
し
、
第
一
〇
二
～
一
〇
三
簡
の
原
文
「
黃
帝
乃
命
四
冘

（
冘
冘
）
之
」
に
お
け

〓

る
二
つ
目
の
「
冘
」
字
は
、
整
理
者
に
よ
っ
て
「
戡
」
字
に
読
み
替
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
張
雨
絲
・
林
志
鵬
両
氏
は
「
四
冘
」
の
「
冘
」
字
を

「
戡
」
字
と
「
甚
」

、

「

」

。

、

「

」

が
共
通
す
る

堪

字
に
読
み
替
え
る

こ
の
読
み
替
え
の
根
拠
と
し
て

ま
ず

冘

字
は
「
甚
」
字
と
通
じ
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
両
氏
が
参
考
に
し
た
張
儒
・
劉
毓
慶
『
漢

字
通
用
声
素
研
究

（
山
西
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
九
九
九
頁
）
に
は
、
確
か
に

』

「
耽
」
字
と
「
媅
」
字

「
沈
」
字
と
「
湛
」
字
な
ど
の
読
み
替
え
例
が
多
数
挙
が
っ
て

、

い
る

「
冘
」
字
は
余
母
侵
部

「
甚
」
字
は
禅
母
侵
部
で
あ
る
た
め

『
漢
字
通
用
声
素

。

、

、

研
究

の
述
べ
る
と
お
り

冘

字
と

甚

字
の
読
み
替
え
は
成
立
す
る

張
雨
絲
・

』

、「

」

「

」

。

「

」

、「

」

林
志
鵬
両
氏
が
読
み
替
え
の
候
補
と
し
て
挙
げ
た

堪

字
も
渓
母
侵
部
で
あ
り

冘

字
か
ら
読
み
替
え
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。

、

、

「

」

さ
ら
に

張
雨
絲
・
林
志
鵬
両
氏
は
音
韻
の
面
だ
け
で
な
く

第
八
二
簡
で

四
冘

が
「
南
冘
右
肩
、
東
冘
左
肩
。
北
冘
左
髀
、
西
冘
右
髀
」
と
肩
や
髀
（
こ
こ
で
は
骨
盤

の
意
）
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
も
根
拠
に

「
冘
」
字
が
「
堪
」
字
に
読
み
替
え
ら
れ
る

、

こ
と
を
主
張
す
る

『
韓
非
子
』
外
儲
説
左
下
で
は
「
中
牟
無
令
。
晉
平
公
問
趙
武
曰
、

。

中
牟

三
國
之
股
肱

邯
鄲
之
肩
髀

寡
人
欲
得
其
良
令
也

誰
使
而
可

と

股

「

、

、

、

、

」
」

、「

肱

「
肩
髀
」
が
国
の
要
地
に
例
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
戦
国
時
代
に
は
す
で
に
「
肩

」」

。「

」

、『

』

髀

が
物
事
の
要
の
比
喩
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る

堪

字
は

詩

周
頌
・
小
毖
「
未
堪
家
多
難
」
の
毛
伝
「
堪
、
任
」
に
基
づ
き
、
任
務
・
使
命
を
受
け

持
つ
と
い
う
意
味
で
と
れ
る
。
以
上
よ
り
、
両
氏
は
「
四
冘
」
を
「
四
堪
」
と
読
み
替

え
、
四
方
の
重
要
な
任
務
を
担
う
要
の
臣
下
と
理
解
す
る

。
確
か
に

「
四
堪
」

（
注

）

、

12

の
方
が
「
四
仲
」
よ
り
も
、
第
八
二
簡
の
記
述
と
「
堪
」
字
の
意
味
と
が
う
ま
く
か
み

合
う
。
よ
っ
て
、
本
稿
も
張
雨
絲
・
林
志
鵬
両
氏
の
説
に
従
い

「
冘
」
字
を
「
堪
」
字

、

に
読
み
替
え
る
。

ま
た

「
四
柱
」
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
『
淮
南
子
』
天
文
訓
の
「
昔
者
共
工
與
顓
頊

、

爭
爲
帝
、
怒
而
觸
不
周
之
山
、
天
柱
折
、
地
維
絶
」
を
引
き
、
天
を
支
え
る
柱
と
解
釈

す
る

「
四
維
」
は
『
五
紀
』
第
三
九
簡
に
「
四
維
同
號
曰
天
維
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

。

天
を
支
え
る
綱
の
こ
と
か

『
五
紀
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
群
神
は
方
角
や
身
体
部
位

。

と
結
び
つ
い
て
い
る
。

【

】
正
列
十
乘
有
五
：
原
注
十
三
は
こ
の
一
文
が
図
数
あ
る
い
は
文
章
の
節
数
を
表

30
す
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
本
稿
も
そ
れ
に
従
う
。
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二

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
の
思
想
的
特
徴

本
章
で
は

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
の
根
底
に
あ
る
世
界
観
を
確
認
し
た
上
で
、
病
因

、

論
と
疾
病
観
の
観
点
か
ら

そ
の
思
想
的
特
徴
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る

そ
し
て

五

、

。

、『

紀
』
全
体
に
お
け
る
第
二
一
部
分
の
位
置
に
つ
い
て
も
考
察
し

『
五
紀
』
の
原
著
者
が

、

病
の
記
述
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
与
え
て
い
た
の
か
を
探
る
。

（
一

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
の
世
界
観

）

ま
ず

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
を
支
え
る
大
枠
の
世
界
観
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

、

第
二
一
部
分
は
、
天
の
下
に
人
間
が
生
ま
れ
、
そ
の
人
間
が
原
因
で
祟
り
が
生
じ
る

と
い
う
大
き
な
思
想
的
枠
組
み
の
中
で
病
の
話
を
展
開
す
る
。
具
体
的
に
は

「
作
め
て

、

百
祟
有
る
は
、
人
の
出
づ
る
に
在
り

（
第
九
一
簡

、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
祟
り
が
起

」

）

こ
る
原
因
が
人
の
出
現
に
あ
る
と
し
、
具
体
的
に
は
「
雑
徳
純
な
ら
ざ
れ
ば
、
百
祟
の

殃
あ
り

（
第
九
五
簡

、
つ
ま
り
さ
ま
ざ
ま
な
徳
が
不
純
で
あ
れ
ば
祟
り
に
よ
る
災
い

」

）

が
も
た
ら
さ
れ
る
と
す
る
。

こ
の
「
雑
徳
」
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か

『
五
紀
』
の
中
で
「
雑
徳
」
と

。

い
う
語
は
こ
の
第
二
一
部
分
に
だ
け
見
え
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
徳
を
指
す
の
か
は

判
然
と
し
な
い
。
し
か
し

「
徳
」
と
い
う
語
自
体
は
『
五
紀
』
全
体
を
通
じ
て
何
度
も

、

使
わ
れ
、
世
界
の
秩
序
を
支
え
る
重
要
な
要
素
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
徳
」
は

『
五

、

紀

の
世
界
観
を
探
る
上
で
鍵
を
握
る
語
と
言
え
る
た
め

こ
こ
で
第
二
一
部
分
の

雑

』

、

「

徳

（
第
九
五
簡
）
以
外
の
徳
の
用
例
を
確
認
し
よ
う
（
○
数
字
は
文
章
の
ま
と
ま
り
ご

」
と
に
つ
け
た
番
号
で
あ
る

。）

①
唯
昔
方
有
洪
、
奮
溢
于
上
、
權
其
有
中
、
戲
其
有
德
、
以
乘
亂
天
紀

（
第
一

。

簡
）

②
天
地
・
神
祇
・
萬
貌
同
德
有
昭
明
明
、
有
洪
乃
彌
、
五
紀
有
常

（
第
二
～
三

。

簡
）

、

、

。

。（

）

③
后
曰

日
・
月
・
星
・
辰
・
歳

唯
天
五
紀

文
后
經
德
自
此
始

第
三
簡

④
后
曰
、
一
曰
禮
、
二
曰
義
、
三
曰
愛
、
四
曰
仁
、
五
曰
忠
、
唯
后
之
政
、
民

之
德

（
第
九
～
一
〇
簡
）

（
注

）
。

13

⑤
后
曰
、
集
章
文
禮
、
唯
德
曰
禮
・
義
・
愛
・
仁
・
忠
、
合
德
以
爲
方

（
第
一

。

九
簡
）

⑥
后
曰
、
禮
・
義
・
愛
・
仁
・
忠
六
德
合
五
建
、
四
維
算
行
星

（
第
二
五
簡
）

。

⑦
向
七
德
、
是
唯
羣
神
二
十
有
八

（
第
二
七
簡
）

。

⑧
后
曰
、
天
下
之
神
祇
、
神
之
受
算
立
者
、
其
數
如
此

〔
中
略
〕
受
德
發
時
、

。

、

、

、

、

、

。

春
夏
秋
冬

轉
受
寒
暑

四
極
至
風

降
施
時
雨

興
育
萬
生

六
畜
蕃
餘

（
第
二
八
～
三
〇
簡
）

⑨
后
曰
、
高
大
民
之
祖
、
凡
彼
百
生
・
萬
族
・
貌
民
、
貴
賤
・
長
短
・
男
女
、

皆
使
仰
皇
天
之
三
德
、
曰
、
以
事
父
之
祖
而
供
母
之
祀
、
化
民
之
忒
、
是
謂

三
德

（
第
三
一
～
三
二
簡
）

。

⑩
天
下
有
德
、
規
矩
不
爽

（
第
四
六
簡
）

。

⑪
日
之
德
曰
、
我
期
禮
作
時

〔
中
略
〕
日
之
德
明
察
、
夫
是
故
后
明
察
。
月
之

、

德
曰
、
我
秉
義

〔
中
略
〕
月
之
德
行
審
、
夫
是
故
后
行
審
。
南
門
之
德
曰
、

、

我
順
仁

〔
中
略
〕
南
門
之
德
位
順
、
夫
是
故
后
位
順
。
北
斗
之
德
曰
、
我
秉

、

愛

〔
中
略
〕
北
斗
之
德
正
情
稽
命
、
夫
是
故
后
正
情
稽
命
。
建
星
之
德
曰
、

、
我
行
忠

〔
中
略
〕
建
星
之
德
數
稽
、
夫
是
故
后
長
數
稽

（
第
六
三
～
六
七

、

。

簡
）

⑫
后
乃
數
稽
協
德
、
歷
歳
匡
天
、
規
象
依
度
、
諦
律
五
紀
、
用
正
下
方

（
第
六

。

七
～
六
八
簡
）
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⑬
贛
司
民
德
、
爲
吉
爲
凶
、
爲
柔
爲
剛

（
第
七
四
簡
）

。

⑭
南
門
授
仁
、
而
北
斗
授
愛
、
是
秉
仁
而
行
愛
。
既
膺
受
德
、
踐
位
有
常

（
第

。

八
六
簡
）

⑮
五
親
五
德
、
天
下
之
算

（
第
一
二
一
～
一
二
一
簡
）

。

⑯
行
之
律

禮
・
義
・
愛
・
仁
・
忠

信
・
善
・
永
・
正
・
良

明
・
巧
・
美
・

、

、

、

有
力
・
果
、
文
・
惠
・
武
三
德
以
敷
天
下

（
第
一
二
〇
～
一
二
二
簡
）

。

⑰
天
之
正
曰
明
視
、
人
之
德
曰
深
思
、
行
之
律
曰
遠
慮
、
由
規
正
矩
遂
度

（
第

。

一
二
五
～
一
二
六
簡
）

⑱
夫
是
故
后
言
天
有
仁
、
言
神
有
化
、
言
地
有
利
、
言
事
有
時
、
言
型
有
情
、

言
德
有
則
、
言
古
有
矩

（
第
一
二
七
簡
）

。

右
の
う
ち

『
五
紀
』
に
お
い
て
「
徳
」
の
内
訳
が
明
白
な
の
は
、
④
⑤
（
礼
・
義
・

、

愛
・
仁
・
忠
の
五
徳

、
⑨
（
父
の
祖
先
に
仕
え
る
こ
と
・
母
の
祀
に
供
え
る
こ
と
・
民

）

の
過
ち
を
正
し
い
ほ
う
へ
教
え
導
く
こ
と
の
三
徳

⑯

文

礼
・
義
・
愛
・
仁
・
忠

・

）、
（

〔

〕

恵
〔
信
・
善
・
永
・
正
・
良

・
武
〔
明
・
巧
・
美
・
有
力
・
果
〕
の
三
徳
）
で
あ
る
。

〕

こ
れ
ら
は
人
と
し
て
そ
な
え
る
べ
き
道
徳
の
意
味
合
い
が
強
い
が
、
⑨
は
道
徳
と
い
う

意
味
よ
り
も
、
世
界
の
秩
序
を
保
つ
た
め
に
民
が
為
す
べ
き
こ
と
と
い
う
意
味
で
解
釈

し
た
ほ
う
が
よ
い
。

⑬
⑮
は
そ
れ
ぞ
れ
「
民
徳

「
五
徳
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
④
で
五
つ
の
徳

」

が
列
挙
さ
れ
、
そ
れ
が
民
の
徳
と
も
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
も
④
⑤

と
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
分
類
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
⑭
の
「
徳
」
は
文
脈
か
ら
し
て

「
南
門
」
が
授
け
た
「
仁
」
や
「
北
斗
」
が
授
け
た
「
愛
」
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
他
、
②
③
⑥
⑦
⑧
⑩
⑫
⑰
⑱
は
、
内
訳
こ
そ
判
然
と
し
な
い
が
、
天
地
や
人
、

日
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
有
す
る
徳
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

①
⑪
の
「
徳
」
は
『
管
子
』
心
術
上
に
「
化
育
萬
物
、
謂
之
德
」
と
あ
る
よ
う
に
、

万
物
を
養
い
育
て
る
は
た
ら
き
と
理
解
で
き
る
。
こ
こ
ま
で
で
挙
げ
た
徳
は
、
意
味
に

微
妙
な
差
異
は
あ
れ
ど
、
全
て
世
界
の
秩
序
そ
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
第
九
五
簡
の
「
雑
徳
」
に
当
て
は
ま
る
の
は
、
人
間
の
出
現
が
祟
り
の

始
ま
り
と
す
る
記
述
や
民
の
病
に
つ
い
て
の
記
述
が
第
二
一
部
分
に
あ
る
こ
と
か
ら
考

え
て

人
間

あ
る
い
は
民

に
備
わ
る
徳

す
な
わ
ち
④
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
礼
・

、

（

）

、

義
・
愛
・
仁
・
忠
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
徳
は

『
五
紀
』
全
体
を

、

通
じ
て
方
位
や
星
、
五
行
の
色
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
④
で
五
徳
は
后
帝
の
政
治
か
つ
民

、

。

、

の
徳
と
さ
れ
る
よ
う
に

世
界
を
支
え
る
秩
序
で
あ
る

第
二
一
部
分
に
至
る
ま
で
で

五
徳
そ
の
も
の
は
純
と
も
不
純
と
も
定
義
づ
け
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
后
帝
が
徳

を
星
や
身
体
と
結
び
付
け
て
世
界
の
秩
序
た
ら
し
め
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
徳
自
体

が
病
を
含
む
祟
り
を
引
き
起
こ
す
と
は
考
え
に
く
い
。
第
二
一
部
分
の
「
作
め
て
百
祟

有
る
は
、
人
の
出
づ
る
に
在
り

「
雑
徳
純
な
ら
ざ
れ
ば
、
百
祟
の
殃
あ
り
」
と
い
う
記

」

、

、

、

述
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と

第
二
一
部
分
で
は

徳
自
体
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
く

徳
が
そ
な
わ
る
民
の
側
に
問
題
が
あ
る
か
ら
世
界
の
秩
序
が
乱
れ
、
祟
り
が
生
じ
る
と

い
う
考
え
方
が
採
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
第
二
一
部
分
の
「
雑
徳
」
に
は
、
徳
が
世
界
の
秩
序
の
一
つ
で
あ
る
と

い
う
『
五
紀
』
全
体
に
も
通
ず
る
思
想
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
世
界
観
の
枠
組
み

の
中
で
、
祟
り
・
災
い
の
一
例
と
し
て
病
が
登
場
す
る
。
で
は
、
そ
の
病
は
ど
の
よ
う

な
病
因
論
や
疾
病
観
で
も
っ
て
描
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
こ
の
点
に
つ
い
て

見
て
い
こ
う
。

（
二
）
病
因
論
と
疾
病
観
か
ら
探
る
『
五
紀
』
第
二
一
部
分
の
思
想
的
特
徴

本
節
で
は
、
病
因
論
と
疾
病
観
の
角
度
か
ら

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
に
お
け
る
病
の

、

描
か
れ
方
を
検
討
し
、
そ
の
思
想
的
特
徴
を
探
る
。
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■
病
因
論

は
じ
め
に
、
病
因
論
の
観
点
か
ら
考
え
る
。
第
二
一
部
分
の
病
に
関
す
る
記
述
の
中

で
注
目
さ
れ
る
の
は

「
群
神
群
祇
、
其
の
肢
節
を
尚
り
、
上
下
左
右
に
、
辰
と
日
と
有

、

り
」
に
始
ま
り
、
身
体
部
位
と
天
地
・
日
月
星
辰
、
あ
る
い
は
病
因
の
鬼
と
が
緊
密
に

対
応
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

群
神
群
祇
が
四
肢
骨
節
を
掌
る
と
い
う
記
述
は
、
第
八
六
簡
の
「
六
旬
は
短
節
小
骨

を
尚
り
、
祇
神
是
の
司
な
り
（
六
旬
尚
短
節
小
骨
、
祇
神
是
司

」
が
初
出
で
あ
る
。
六

）

旬
と
は
「
甲
子
之
旬

「
甲
戌
之
旬

「
甲
申
之
旬

「
甲
午
之
旬

「
甲
辰
之
旬

「
甲
寅

」

」

」

」

」

之
旬
」
の
こ
と
で
あ
る
。
第
八
六
簡
を
含
む
第
一
八
部
分
か
ら
第
一
九
部
分
に
か
け
て

は
、
身
体
部
位
に
山
川
・
星
の
よ
う
な
自
然
や
神
祇
が
当
て
は
め
ら
れ
、
六
旬
が
各
身

体
部
位
を
掌
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は

『
五
紀
』
の
原
著
者
が
天
人
思
想
を

、

強
く
意
識
し
な
が
ら
身
体
を
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
明
確
に
読
み
取
れ
る
。

こ
の
思
想
は
第
二
一
部
分
に
も
通
じ
る
。
群
神
群
祇
が
四
肢
骨
節
を
掌
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
、
そ
の
後
の
身
体
部
位
と
病
名
、
病
因
と
な
る
鬼
の
名
前
に
も
天
と
人
と
の
対

応
関
係
が
表
れ
て
い
る
（
表
１

。）

身
体
部
位

病
名

病
因

腰
よ
り
以
上

興
疾

天
鬼
の
祟
り

腰
よ
り
以
下

辟
隔

地
鬼
の
祟
り

頸
・
脊
及
び
尻

耆

詛
盟
の
祟
り

腹
心
肺
肝
の
中

窘

人
鬼
の
祟
り

四
肢
、
骸
・
足
・
股
・
厷

武
疾

無
良
・
不
壮
死
の
祟
り

【

】

表
１

上
半
身
が
「
天
鬼

、
下
半
身
が
「
地
鬼
」
と
対
応
す
る
と
こ
ろ
は
、
明
ら
か
に
『
淮

」

南
子
』
精
神
訓
の
「
故
に
頭
の
円
な
る
は
天
に
象
り
、
足
の
方
な
る
は
地
に
象
る
（
故

頭
之
圓
也
象
天
、
足
之
方
也
象
地

」
や

『
黄
帝
内
経
霊
枢
』
経
水
の
「
故
に
天
は
陽

）

、

、

、

、

（

、

と
為
し

地
は
陰
と
為
し

腰
以
上
は
天
と
為
し

腰
以
下
は
地
と
為
す

故
天
爲
陽

地
爲
陰
、
腰
以
上
爲
天
、
腰
以
下
爲
地

」
な
ど
の
よ
う
な
、
天
人
相
関
説
に
お
け
る
身

）

体
観
が
根
底
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
明
確
に
天
人
が
対
応
す
る
の

は
上
半
身
と

天
鬼

下
半
身
と

地
鬼

の
組
み
合
わ
せ
の
み
で
あ
る

ま
た

人

「

」
、

「

」

。

、「

鬼
」
と
身
体
部
位
と
の
対
応
に
も
、
中
国
思
想
に
通
ず
る
世
界
観
・
身
体
観
が
見
ら
れ

る

「
腹
心
肺
肝
の
中
」
に
「
人
鬼
」
が
配
当
さ
れ
た
の
は
、
易
の
卦
が
上
か
ら
二
爻
ず

。
つ
天
・
人
・
地
の
順
と
さ
れ
る
こ
と
と
お
そ
ら
く
関
係
が
あ
ろ
う

『
周
易
正
義
』
説
卦

。

「

、

（

、

）
」

伝
の
孔
穎
達
疏
は

天
地
既
に
立
ち

人
其
の
間
に
生
ま
る

天
地
既
立

人
生
其
間

と
述
べ
る

『
五
紀
』
で
「
腹
心
肺
肝
の
中
」
と
「
人
鬼
」
が
結
び
つ
い
た
の
も
、
天
と

。

結
び
つ
く
上
半
身
お
よ
び
地
と
結
び
つ
く
下
半
身
の
間
に

「
腹
心
肺
肝
の
中

、
つ
ま

、

」

り
体
内
の
臓
が
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
を
天
地
の
間
に
存
在
す
る
人
に
な
ぞ
ら
え
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
他
の
病
因
の
鬼
が
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
各
身
体
部
位
と
結
び
つ
け
ら
れ

た
の
か
は
、
判
然
と
し
な
い
。

ま
た
、
各
部
位
に
生
じ
る
病
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
症
状
を
呈
す
る
の
か
は
不
明

で
あ
る
が

「
辟
」
字
は
歩
行
が
不
自
由
な
こ
と
を
表
し

「
腰
よ
り
以
下
」
と
い
う
身

、

、

体
部
位
と
関
わ
り
の
あ
る
字
で
あ
る

「
耆
」
字
も
背
中
の
意
味
が
あ
り

「
頸
・
脊
及

。

、

び
尻
」
と
い
う
身
体
部
位
と
対
応
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
で
は
天
人
思
想
を
基
盤
に
、
病
は
鬼
の
祟
り
に

、

よ
り
生
ず
る
と
す
る
鬼
の
病
因
論
を
採
る
。
こ
の
鬼
の
病
因
論
自
体
は
、
決
し
て
『
五

紀
』
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
身
体
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
体
内
を
循
環
す
る
気
に
よ
っ
て

理
解
し
、
気
の
流
れ
の
不
調
が
病
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
気
の
病
因
論
が
体
系
化
さ
れ

た
の
は
漢
代
で
あ
る
。
鬼
の
病
因
論
は
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
殷
代
か
ら
巫
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術
に
よ
る
治
療
が
行
わ
れ
て
き
た
。
で
は

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
は
同
じ
く
鬼
の
病
因

、

論
で
語
ら
れ
る
文
献
と
ど
こ
が
似
て
い
て
、
ど
こ
が
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、

他
文
献
の
記
述
と
『
五
紀
』
第
二
一
部
分
を
比
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
通
点
と
相
違
点
を

確
認
し
て
い
く
。
こ
れ
を
通
じ
て

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
を
包
む
思
想
的
特
徴
が
明
ら

、

か
に
な
ろ
う
。

ま
ず

『
五
紀
』
と
書
写
年
代
が
お
お
よ
そ
同
じ
包
山
楚
簡
を
見
て
い
こ
う
。
包
山
楚

、

簡
は
前
三
二
二
～
前
三
一
六
年
の
資
料
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
卜
筮
祭
祷
簡
は
前
三
一
八

～
前
三
一
六
年
の
三
年
間
の
記
録
で
あ
る

。
こ
の
卜
筮
祭
祷
簡
に
含
ま
れ
る
疾

（
注

）
14

病
貞
は
、
墓
主
の
左
尹
昭

の
病
因
と
そ
の
後
の
安
否
、
対
処
方
法
を
占
い
に
よ
っ
て

探
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
第
七
組

に
よ
る
と
貞
人
の
陳
乙
が
昭

の
た
め
に

「
既
に
腹
心

（
注

）

、

15

疾
み
、
以
て
上
気
す
、
食
を
甘
し
と
せ
ず
。
尚
わ
く
は
瘥
ゆ
る
こ
と
速
く
、
祟
り
有
る

う

ま

（

、

、

。

、

）
」（

）

こ
と
毋
か
れ

既
腹
心
疾

以
上
氣

不
甘
食

尚
速
瘥

毋
有
祟

第
二
三
九
簡

と
貞
問
す
る
。
昭

は
腹
が
痛
み
、
咳
が
出
て
食
事
を
美
味
し
く
採
れ
な
か
っ
た
。
陳

乙
は
こ
れ
以
上
の
祟
り
が
な
い
よ
う
に
願
う
が
、
貞
問
の
結
果
で
あ
る
占
辞
は

「
恒
貞

、

。

、

、

（

。

、

、

）」

吉

疾
変
じ

続
く
こ
と
有
り

瘥
ゆ
る
こ
と
遅
し

恒
貞
吉

疾
變

有
續

遲
瘥

（
第
二
三
九
～
二
四
〇
簡
）
で
あ
っ
た
。
昭

の
体
調
は
長
期
的
に
は
吉
で
あ
る
が
、

病
状
は
変
化
し
て
し
ば
ら
く
は
続
き
、
治
る
の
が
遅
い
と
い
う
。
そ
こ
で
病
へ
の
対
処

法
と
し
て
「
詛
と
兵
死
と
に
攻
解
せ
し
む
（
使
攻
解
於
詛
與
兵
死

（
第
二
四
一
簡

、

）
」

）

つ
ま
り
「
詛

（
盟
誓
詛
呪
を
つ
か
さ
ど
る
鬼
）
と
「
兵
死

（
戦
死
し
た
者
の
鬼
）
と

」

」

い
う
鬼
に
訴
え
か
け
て
祟
り
を
除
く
こ
と
が
提
案
さ
れ
る
。
こ
の
対
処
法
は
明
ら
か
に

鬼
の
病
因
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

『
五
紀
』
に
も
、
鬼
の
祟
り
に
よ
る
発
病
を
防
ぐ
た
め
に

「
事

、
つ
ま
り
祭
祀
を

、

」

丁
寧
に
行
い
天
を
敬
う
よ
う
求
め
る
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
と
包
山
楚
簡
疾
病
貞
と
を
あ

わ
せ
て
考
え
る
と
、
戦
国
時
代
中
期
頃
ま
で
の
楚
地
域
で
は
鬼
の
病
因
論
で
病
を
解
釈

し
、
祟
り
を
除
く
た
め
に
祭
祀
や
儀
式
を
行
う
こ
と
が
あ
る
種
の
治
療
で
あ
っ
た
と
改

。

、

「

」

め
て
理
解
で
き
る

包
山
楚
簡
疾
病
貞
に
は

祟
り
の
原
因
と
し
て
先
に
引
用
し
た

詛

「
兵
死
」
の
他

「
殤

（
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
者
の
鬼
神

「
溺
人

（
溺
死
し
た
者

、

」

）

」

）「

」（

）「

」（

）

の
鬼
神

日
月

太
陽
や
月
に
宿
る
鬼

不
辜

不
幸
な
死
に
方
を
し
た
者
の
鬼

絶
無
後
者

子
孫
の
い
な
い
者
の
鬼

な
ど
の
鬼
も
見
え
る

五
紀

の
鬼
は

天

「

」（

）

。『

』

「

」「

」「

」「

」「

」

、

。

鬼

地
鬼

詛
盟

人
鬼

無
良
・
不
壮
死

で
あ
り

共
通
す
る
も
の
が
多
い

し
か
し
な
が
ら
、
も
ち
ろ
ん
包
山
楚
簡
疾
病
貞
と
『
五
紀
』
に
は
違
い
が
あ
る
。
包

山
楚
簡
疾
病
貞
の
鬼
神
の
種
類
は
豊
富
で
あ
る
が
、
貞
問
は
ほ
ぼ
昭

の
腹
部
を
中
心

と
し
た
病
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
鬼
神
に
比
べ
て
症
状
や
患
部
の
種
類
が
少
な
い
。

こ
こ
か
ら
、
包
山
楚
簡
の
疾
病
貞
に
お
い
て
、
病
因
の
鬼
神
と
症
状
・
患
部
（
身
体
部

位
）
が
緊
密
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
点
は

『
五

、

紀
』
第
二
一
部
分
と
大
き
く
異
な
る

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
で
は
病
因
の
鬼
の
種
類
と

。

身
体
部
位
が
一
つ
一
つ
対
応
し
、
病
名
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
が
認

め
ら
れ
る
理
由
は
、
包
山
楚
簡
疾
病
貞
が
昭

の
病
を
い
か
に
治
す
か
を
貞
う
文
献
で

あ
る
一
方

『
五
紀
』
は
天
人
思
想
に
基
づ
き
、
后
帝
が
定
め
た
秩
序
の
重
要
性
を
説
く

、

こ
と
に
重
点
を
置
い
た
文
献
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

鬼
の
病
因
論
は
、
秦
代
以
降
も
息
づ
い
て
い
た
。
そ
の
代
表
的
資
料
に
睡
虎
地
秦
簡

『
日
書
』
が
あ
る
。
睡
虎
地
秦
簡
は
、
秦
に
よ
る
六
国
の
統
一
前
後
に
墓
葬
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る

。
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
た
『
日
書
』
は
、
時
と
日
そ
れ
ぞ
れ

（
注

）
16

に
配
当
さ
れ
る
吉
凶
を
占
う
方
法
を
集
め
た
文
献
で
あ
る
。

陳
偉
氏
は

『
日
書
』
全
体
に
見
え
る
病
を
分
類
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
病
は
身
体

、

疾
患
と
精
神
疾
患
に
大
別
で
き
る
。
内
訳
は
、
身
体
疾
患
が
①
五
官
の
疾
病
（
眼
疾
・

唇
が
な
い
・
脱
毛

、
②
外
科
の
疾
病
（
く
る
病
・
四
肢
の
障
害
・
筋
肉
の
萎
縮
・
皮
膚

）
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の
か
ゆ
み

、
③
内
科
の
疾
病
（
脚
気

、
④
婦
人
科
系
の
疾
病
（
胎
位
が
正
し
く
な
い

）

）

た
め
に
、
出
産
時
に
母
親
が
陰
部
を
負
傷
す
る

、
⑤
疫
病
で
あ
る
。
一
方
、
精
神
疾
患

）

は
①
狂
（
正
常
な
認
識
能
力
が
失
わ
れ
、
常
軌
を
逸
し
た
行
動
を
す
る

、
②
悪
夢
、
③

）

酒
の
過
度
な
愛
好
で
あ
る
。
ま
た
病
因
に
つ
い
て
は
、
鬼
神
や
巫
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ

る
病
と
、
時
・
日
や
居
住
環
境
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
病
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
と

い
う
。
中
で
も
鬼
神
が
病
因
と
さ
れ
る
代
表
例
に
は

『
日
書
』
甲
種
の
病
篇
と
詰
篇
が

、

あ
る
と
す
る

。
そ
れ
で
は
、
ま
ず
病
篇
（
第
六
八
簡
～
第
六
九
簡
）
か
ら
確
認

（
注

）
17

し
よ
う
。

甲
乙
に
疾
有
ら
ば
、
父
母
祟
り
を
為
し
、
之
を
肉
よ
り
得
。
東
方
よ
り
来
た
り
、

裹
む
に
漆
器
を
以
て
す
。
戊
己
に
病
め
ば
、
庚
に
間
あ
り
、
辛
に
酢
す
。
煩
は
東

方
に
居
り
、
歳
は
東
方
に
在
り
、
青
色
は
死
す
。

甲
乙
有
疾
、
父
母
爲
祟
、
得
之
於
肉
。
從
東
方
來
、
裹
以
漆
器
。
戊
己
病
、
庚
有

（
注

）

間
、
辛
酢
。
若
不
酢
。
煩
居
東
方
、
歳
在
東
方
、
青
色
死
。

18

病
気
に
な
っ
た
日
と
病
因
で
あ
る
祟
り
の
種
類
、
五
行
説
と
が
対
応
し
て
い
る
こ
と

は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
祟
り
を
な
す
病
因
の
鬼
の
種
類
は
、
引
用
部
分
の
後
に
続
く
丙

丁
・
戊
己
・
庚
辛
・
壬
癸
の
日
の
記
述
も
含
め
る
と
、
全
部
で
「
父
母

「
王
父

（
祖

」

」

父

「
巫
堪
行

（
巫
の
名
前
か

「
王
母

（
祖
母

「
外
鬼
殤

（
直
系
の
親
族
以
外
で

）

」

）

」

）

」

成
人
以
前
に
亡
く
な
っ
た
人

母
逢
人

母
が
会
っ
た
こ
と
の
あ
る
人

外
鬼

直

）「

」（

）「

」（

系
の
親
族
以
外
で
亡
く
な
っ
た
人
）
の
七
種
類
で
あ
る
。
工
藤
元
男
氏
に
よ
る
と
、
こ

こ
で
説
か
れ
る
病
の
直
接
的
原
因
は
肉
や
魚
・
酒
と
い
っ
た
祖
先
祭
祀
に
用
い
ら
れ
た

供
物
で
あ
り
、
そ
の
祟
り
の
由
来
を
こ
れ
ら
の
鬼
に
求
め
た
と
い
う

。
あ
く
ま

（
注

）
19

で
こ
の
記
述
に
限
っ
た
話
で
は
あ
る
が
、
先
掲
の
包
山
楚
簡
疾
病
貞
や
『
五
紀
』
と
は

違
い
、
こ
れ
ら
の
鬼
は
全
て
人
鬼
で
あ
る
。
供
物
が
発
病
の
直
接
的
原
因
と
す
る
工
藤

氏
の
説
が
正
し
け
れ
ば
、
祖
先
祭
祀
で
祀
ら
れ
る
の
は
当
然
亡
く
な
っ
た
人
で
あ
る
た

め
、
供
物
を
介
し
て
受
け
る
祟
り
も
ま
た
人
鬼
に
よ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

ま
た
、
詰
篇
に
も
病
と
鬼
の
関
係
が
描
か
れ
る
。
詰
篇
は
病
篇
の
よ
う
に
日
ご
と
で

は
な
く
、
不
吉
な
事
象
ご
と
に
そ
の
原
因
と
対
処
法
を
記
す
。
例
え
ば
、
第
一
三
〇
簡

裏
一
～
一
二
八
簡
裏
一
に
は
こ
う
あ
る
。

一
宅
の
中
、
故
無
く
し
て
室
人
皆
疫
し
、
或
い
は
死
に
或
い
は
病
む
。
是
れ
是
れ

棘
鬼
焉
に
在
れ
ば
な
り
。
正
立
し
て
埋
も
る
、
其
の
上
旱
な
れ
ば
淳
り
、
水
な
れ

し

め

（
注

）

ば
則
ち
乾
く
。
掘
り
て
之
を
去
れ
ば
、
則
ち
止
む
。

20

一
宅
中
、
無
故
而
室
人
皆
疫
、
或
死
或
病
。
是
是
棘
鬼
在
焉
。
正
立
而
埋
、
其
上

旱
則
淳
、
水
則
乾
。
掘
而
去
之
、
則
止
矣
。

理
由
も
な
く
一
家
全
員
が
発
病
し
、
死
者
や
病
に
伏
せ
る
者
が
出
た
場
合
、
そ
の
原

因
は
「
棘
鬼
」
に
あ
る
と
い
う
。
こ
の
、
理
由
も
な
く
発
病
す
る
と
い
う
部
分
は
『
五

紀
』
第
二
一
部
分
と
異
な
る

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
は
、
祟
り
が
起
こ
る
そ
も
そ
も
の

。

原
因
を
民
や
人
に
見
出
す
。

こ
こ
で
も
う
一
つ
注
目
に
値
す
る
の
は

『
日
書
』
に
は
鬼
の
病
因
論
だ
け
で
な
く
、

、

「
気
」
の
理
論
も
混
ざ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
陳
偉
氏
に
よ
れ
ば
、
詰
篇
に

出
て
く
る
気
は
、
①
神
気
（
精
神

、
②
自
然
界
の
風
の
気
、
③
竈
の
中
に
充
満
す
る

）

か

ぜ

陽
気
、
④
「
欦
鬼

（
陰
鬼
）
の
気
、
⑤
生
命
の
精
気
、
⑥
空
気
、
⑦
病
気
の
六
種
類

」

い

ん

き

で
あ
る
と
い
う

。

（
注

）
21

こ
れ
ら
の
気
は
『
黄
帝
内
経
』
に
あ
る
よ
う
な
、
体
内
を
循
環
す
る
気
で
は
な
い
。

漢
代
以
降
に
中
国
医
学
の
基
本
理
論
と
な
っ
た
気
の
病
因
論
は
、
体
内
の
気
の
巡
り
が

乱
れ
る
と
発
病
す
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
詰
篇
の
気
の
記
述
は
①
⑤
以
外
全
て

身
体
の
外
に
あ
る
も
の
で
、
よ
り
素
朴
な
外
気
と
言
え
よ
う
。
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特
に
②
④
⑦
は
、
外
か
ら
体
内
に
流
入
し
て
病
を
誘
発
す
る
「
風
」
の
病
因
論
に
類

ふ

う

す
る
か
も
し
れ
な
い
。
殷
代
に
は
す
で
に
、
精
霊
か
つ
自
然
現
象
で
あ
る
風
が
病
を
も

た
ら
す
と
考
え
ら
れ
、
病
因
で
あ
る
風
を
鎮
め
る
祭
祀
が
行
わ
れ
た
。
病
を
も
た
ら
す

風
の
力
を
「
陰
鬼
」
と
言
っ
て
神
格
化
し
た
り

「
疫
気
」
と
し
て
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

、

の
よ
う
に
表
現
し
た
り
す
る
の
も
、
病
因
と
し
て
の
風
が
精
霊
と
捉
え
ら
れ
た
り
自
然

現
象
と
捉
え
ら
れ
た
り
し
て
い
た
こ
と
と
関
わ
り
が
深
い

。
こ
れ
は
気
の
病
因

（
注

）
22

論
で
は
な
く
、
鬼
の
病
因
論
に
近
く
、
後
の
邪
気
や
悪
気
を
生
み
出
す
基
盤
と
な
っ
た

。
無
論
、
病
因
と
し
て
の
風
を
鎮
め
る
祭
祀
は
、
風
が
吹
く
季
節
に
あ
わ
せ
て

（
注

）
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行
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
風
の
病
因
論
で
は
季
節
の
巡
り
が
強
く
意
識
さ

れ
る
。
詰
篇
の
気
の
記
述
に
は
、
風
の
病
因
論
の
よ
う
な
、
季
節
と
気
と
の
密
接
な
関

係
が
認
め
ら
れ
る
と
は
言
え
ず
、
完
全
な
る
風
の
病
因
論
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
た
だ
、
身
体
の
内
と
外
と
を
自
然
現
象
や
精
霊
と
し
て
の
気
が
行
き
来
す
る

と
い
う
、
風
の
病
因
論
に
見
ら
れ
る
思
想
は

『
日
書
』
の
気
の
記
述
の
根
底
に
も
あ
る

、

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

鬼
の
病
因
論
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
風
の
病
因
論
に
近
い
気
の
存
在
を
も
認
め
る
と

い
う
『
日
書
』
の
特
色
は

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
に
も
共
通
す
る

『
五
紀
』
第
二
一

、

。

部
分
で
は
、
主
に
鬼
の
祟
り
が
病
因
と
さ
れ
る
が

「
暑
熱
儇
儇
た
り
て
、
会
気
狂
と
為

、

り
、
衍
気
瘍
と
為
る

（
第
九
四
簡
）
と
も
述
べ
る
。
こ
の
気
は
体
内
を
循
環
す
る
気
で

」

は
な
く

「
暑
熱
」
の
気
、
つ
ま
り
体
外
の
自
然
現
象
と
し
て
の
熱
気
で
あ
ろ
う

『
五

、

。

紀
』
第
二
一
部
分
で
も
『
日
書
』
と
同
じ
く
、
病
に
関
す
る
記
述
の
中
で
鬼
と
素
朴
な

自
然
現
象
と
し
て
の
気
と
が
共
存
す
る
。

、『

』

『

』

。『

』

以
上
を
踏
ま
え

日
書

と

五
紀

の
文
献
的
性
質
を
比
べ
て
み
よ
う

日
書

は
占
い
の
書
で
あ
る
た
め
、
発
病
の
直
接
的
原
因
で
あ
る
鬼
の
存
在
を
知
ろ
う
と
す
る

こ
と
、
お
よ
び
そ
の
駆
除
方
法
に
力
点
が
置
か
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
病
因
の
鬼
と
身
体

部
位
、
病
名
と
が
規
則
正
し
く
対
応
す
る
こ
と
は
な
い
。
一
方

『
五
紀
』
第
二
一
部
分

、

は
占
い
の
書
で
な
く
、
世
界
の
形
成
を
説
く
文
献
で
あ
る
た
め
、
鬼
の
病
因
論
を
採
る

と
は
い
え
、
そ
れ
は
天
人
思
想
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
の
中
で
説
か
れ
る
。
第
二
一
部

分
の
前
文
に
あ
た
る
第
一
八
・
一
九
部
分
で
は
、
人
体
に
星
座
や
六
旬
、
神
祇
な
ど
が

当
て
は
め
ら
れ
、
人
体
が
世
界
の
縮
図
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
こ
か
ら

『
五
紀
』
の
原

、

著
者
が
自
然
と
人
と
の
結
び
つ
き
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
第
二
一

部
分
に
見
え
る
病
因
の
鬼
と
身
体
部
位
と
病
名
と
の
対
応
関
係
も
ま
た
、
そ
の
背
後
に

上
半
身
を
天
、
下
半
身
を
地
と
す
る
天
人
思
想
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
他
、
前
漢
初
期
の
医
学
関
連
文
献
で
あ
る
馬
王
堆
帛
書
『
五
十
二
病
方
』
に
も

鬼
の
病
因
論
と
関
わ
り
の
深
い
記
述
が
あ
る
。

例
え
ば
、
小
児
鬼
の
「
鬾
」
が
も
た
ら
す
病
に
つ
い
て
「
鬾
。
禹
歩
す
る
こ
と
三
た

び
、
桃
の
東
の
枳
を
取
り
、
中
ほ
ど
に

の
倡
を
為
り
て
、
門
・
戸
の
上
に

筓

…
…

え

だ

こ

う

が

い

す
る
こ
と
各
お
の
一
（
鬾
。
禹
歩
三
、
取
桃
東
枳
、
中
別
爲
□
□
□
之
倡
、
而
筓
門
・

戸
上
各
一

（
第
四
五
二
行
）
と
あ
る
。
鬾
の
病
が
発
病
す
る
ま
で
の
経
緯
と
具
体
的

）
」

、『

』

「

、

な
症
状
は

諸
病
源
候
論

小
児
雑
病
諸
候
・
被
鬾
候
に

小
児
の
鬾
病
有
る
所
以
は

婦
人
の
懐
娠
し
て
悪
神
有
り
て
其
の
腹
中
に
導
き
て
、
胎
嫉
妬
し
て
他
を
制
伏
せ
ん
と

し
て
小
児
病
ま
し
む
る
な
り
〔
中
略
〕
鬾
の
疾
た
る
、
喜
み
て
微
微
に
下
し
、
寒
熱
去

来
す
る
こ
と
有
り
、
毫
毛
髪
鬇
鬡
し
て
悦
し
ま
ず
、
是
れ
其
の
証
な
り
（
小
兒
所
以
有

鬾
病
者
、
婦
人
懐
娠
有
惡
神
導
其
腹
中
、
胎
妬
嫉
而
制
伏
他
小
兒
令
病
也
〔
中
略
〕
鬾

之
爲
疾
、
喜
微
微
下
寒
熱
有
去
來
、
毫
毛
髪
鬇
鬡
不
悦
、
是
其
證
也

」
と
あ
る
。
胎
児

）

に
嫉
妬
し
た
小
児
鬼
が
病
因
で
あ
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
鬼
の
病
因
論
と
言
え
る
。

ま
た
、
病
に
鬼
が
関
わ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
鬼
の
病
因
論
を
下

地
に
し
た
処
方
も
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
䰍
（
漆
か
ぶ
れ
）
の
治
療
法
に
は

「
一
。

、

祝
し
て
曰
く

「
帝
に
五
兵
有
り
。
爾
亡
べ
。
亡
ば
ず
ん
ば
、
刀
を
探
し
創
を
為
さ
ん
」

、

と
。
即
ち
之
に
唾
す
る
こ
と
、
男
子
七
た
び
、
女
子
二
七
た
び
（
一
。
祝
曰

「
帝
有
五

、

兵
。
爾
亡
。
不
亡
、
探
刀
爲
創

。
即
唾
之
、
男
子
七
、
女
子
二
七

（
第
三
九
二
行
）

」

）
」
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と
あ
る
。
こ
れ
は
、
患
部
に
向
か
っ
て
呪
文
を
唱
え
、
男
性
は
七
回
、
女
性
は
二
七
回

唾
を
吹
き
か
け
る
と
い
う
処
方
で
あ
る
。

『
五
十
二
病
方
』
の
記
述
を
見
る
と

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
の
よ
う
に
身
体
部
位
と

、

鬼
の
種
類
が
対
応
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
具
体
的
な
治
療
法
が
豊

富
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く

『
五
十
二
病
方
』
が
人
体
を
含
む
世
界
の
メ
カ

、

ニ
ズ
ム
に
主
眼
を
置
く
文
献
で
は
な
く
、
実
用
的
な
処
方
集
だ
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、
鬼
の
病
因
論
に
論
点
を
絞
り

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
を
他
文
献
と
比
較
し
、

、

当
該
部
分
の
思
想
的
特
徴
を
探
っ
た

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
は
、
先
に
紹
介
し
た
出
土

。

文
献
と
同
じ
く
、
古
代
中
国
に
お
け
る
疾
病
の
一
解
釈
と
し
て
人
々
の
間
に
広
ま
っ
て

い
た
鬼
の
病
因
論
に
基
づ
く
。
し
か
し
、
こ
こ
で
挙
げ
た
出
土
文
献
と
決
定
的
に
異
な

る
の
は
、
鬼
が
病
を
も
た
ら
す
に
は
理
由
が
あ
る
と
考
え
、
そ
も
そ
も
は
民
に
問
題
が

あ
る
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
包
山
楚
簡
疾
病
貞
や
『
日
書

『
五
十
二
病
方
』
に
お

』
、

い
て
は
、
病
因
が
鬼
と
さ
れ
る
も
の
の
、
な
ぜ
鬼
が
病
を
も
た
ら
す
の
か
と
い
う
と
こ

ろ
ま
で
は
触
れ
な
い
。
一
方
『
五
紀
』
第
二
一
部
分
で
は
、
鬼
は
突
如
現
れ
る
恐
ろ
し

い
存
在
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
天
を
敬
わ
な
い
民
に
対
す
る
譴
責
と
し
て

の
祟
り
（
つ
ま
り
病
）
を
為
す
存
在
と
さ
れ
る

「
天
地
の
疾

は
、
神
の
禍
孽
を
見

。

し

め

す
な
り
。
過
て
ど
も
改
め
る
こ
と
弗
く
ん
ば
、
天
の
罰
す
る
所
な
り

（
第
九
六
～
九
七

」

簡
）
と
い
う
記
述
に
よ
る
と
、
疫
病
が
神
よ
り
下
さ
れ
た
第
一
段
階
の
譴
責
で
あ
り
、

そ
れ
で
も
民
が
過
ち
を
改
め
な
け
れ
ば
、
第
二
段
階
に
入
っ
て
天
か
ら
罰
せ
ら
れ
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
譴
責
に
段
階
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
か

、

ら
、
鬼
は
自
ら
の
意
志
で
民
に
病
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、
民
と
天
・
神
の
使
者
と

し
て
「
神
の
禍
孽
」
を
実
際
に
下
す
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。

■
疾
病
観

次
に
、
疾
病
観
の
観
点
か
ら
『
五
紀
』
第
二
一
部
分
の
思
想
的
特
徴
を
考
察
す
る
。

先
述
の
と
お
り

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
に
お
い
て
病
は
天
譴
で
あ
り
、
天
や
神
の
使
者

、

で
あ
る
鬼
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
の
病
を
天
譴
と
す
る
疾
病
観
は
、
天
人
思
想

を
採
る
文
献
の
中
で
散
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
他
文
献
の
記
述

を
確
認
し

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
と
の
共
通
点
・
相
違
点
を
探
る
。

、

病
が
天
譴
と
し
て
描
か
れ
る
文
献
に
は
、
例
え
ば
、
上
博
楚
簡
『
柬
大
王
泊
旱
』
が

あ
る
。
本
文
献
は
『
五
紀
』
と
同
じ
く
戦
国
時
代
に
筆
写
さ
れ
た
。
楚
の
簡
王
の
病
と

楚
で
起
き
た
旱
魃
の
こ
と
を
記
し
、
旱
魃
を
止
め
る
た
め
に
は
簡
王
が
自
己
を
犠
牲
に

し
て
日
に
曝
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
正
し
い
政
治
を
行
う
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と

説
く
。
こ
の
内
容
か
ら
、
本
文
献
は
草
野
友
子
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
理
想
の
君
主

像
を
説
い
た
太
子
教
育
の
書
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
君
主
を
諫
め
る
臣
下
の
姿
も
描

か
れ
て
い
る
た
め
、
君
主
の
補
佐
役
に
将
来
就
く
王
族
貴
族
の
子
弟
も
対
象
で
あ
ろ
う

。
本
文
献
は

「
簡
大
王
旱
を
泊
め
ん
と
し
、
亀
伊
羅
に
命
じ
て
大
夏
に
貞
せ
し

（
注

）

、

と

ど

24

む
。
王
自
ら
卜
に
臨
む
。
王
日
に
向
か
い
て
立
つ
。
王
汗
か
き
て
帯
に
至
る
。
亀
尹
王

の
日
に
炙
ら
れ
て
疥
を
病
み
、
儀
は
愈
穾
ま
る
を
知
る
（
簡
大
王
泊
旱
、
命
龜
尹
羅
貞

ふ

か

於
大
夏
。
王
自
臨
卜
。
王
向
日
而
立
。
王
汗
至
帶
。
龜
尹
知
王
之
炙
於
日
而
病
疥
、
儀

愈
穾

（
第
一
～
二
簡
）
と
い
う
病
の
話
か
ら
始
ま
る
。

）
」（
注

）
25

こ
れ
に
よ
る
と
、
簡
王
が
皮
膚
病
を
患
っ
た
の
は
、
旱
魃
を
収
め
る
た
め
に
自
分
を

犠
牲
に
し
て
身
を
日
に
曝
し
た
と
こ
ろ
に
端
を
発
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
儀
式

が
旱
魃
と
い
う
天
譴
に
対
す
る
正
し
い
対
処
法
で
あ
れ
ば
、
簡
王
は
皮
膚
病
を
発
症
し

。

、

。

、

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る

そ
れ
で
は

な
ぜ
簡
王
は
皮
膚
病
を
患
っ
た
の
か

そ
れ
は

こ
の
儀
式
が
い
わ
ば
表
面
的
な
も
の
で
あ
り
、
簡
王
が
自
ら
の
政
治
の
抱
え
る
根
本
的

な
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る

。
こ
の
皮
膚
病
は
、
旱
魃

（
注

）
26

が
失
政
に
対
す
る
天
譴
な
の
だ
と
自
覚
で
き
て
い
な
い
簡
王
に
対
す
る
さ
ら
な
る
忠
告

で
あ
る
。
し
か
し
、
簡
王
自
身
は
そ
の
こ
と
に
全
く
気
付
か
な
い
。
そ
の
証
左
に
、
簡

王
は
自
分
の
病
に
慌
て
ふ
た
め
き
、
そ
の
病
因
を
「
名
山
名
渓
の
楚
邦
に
祭
ら
れ
ん
と

欲
す
る
者
有
る
こ
と
無
き
か
（
無
有
名
山
名
溪
欲
祭
於
楚
邦
者
乎

（
第
三
簡

、
つ
ま

）
」

）
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り
楚
国
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
な
い
名
山
名
渓
の
祟
り
と
す
る
。
そ
し
て
、
祭
祀
の
常
例
を

変
え
て
ま
で
自
分
の
病
を
治
そ
う
と
臣
下
に
提
案
す
る
。

こ
の
後
、
結
局
簡
王
は
釐
尹
の
諫
言
に
従
い
、
祭
祀
の
常
例
を
変
え
て
ま
で
病
を
治

す
た
め
の
祭
祀
を
行
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
太
宰
は
、
祭
祀
の
常
例
を
重
ん
じ
る
こ

の
簡
王
の
姿
を
上
帝
鬼
神
が
き
ち
ん
と
見
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
皮
膚
病
は
治
る
と

考
え
た
。
こ
の
背
後
に
は
、
病
へ
の
対
処
法
も
上
帝
鬼
神
の
評
価
対
象
に
な
る
と
い
う

思
想
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
皮
膚
病
の
話
も
天
人
思
想
の
大
き
な
枠
組
み
の
中
で
捉
え
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
の
災
異
説
に
繋
が
る
思
想
で
あ
る
。

ま
た
、
上
博
楚
簡
『
景
公
瘧
』
に
も
天
譴
と
し
て
の
病
が
見
え
る
。
本
文
献
は

「
斉

、

の
景
公
、
疥
し
て
且
つ
瘧
し
、
逾
歳
に
し
て
已
え
ず
、
割

と
梁
丘
據
公
に
言
い
て
曰

く

「

中
略
〕
公
、
疥
し
て
且
つ
瘧
し
、
逾
歳
に
し
て
已
え
ず
、
是
れ
吾
が
良
き
祝
史

、
〔

亡
け
れ
ば
な
り
〔
後
略

」
と
（
齊
之
景
公
疥
且
瘧
、
逾
歳
不
已
、
割

與
梁
丘
據
言

〕

於
公
曰

中
略

公
疥
且
瘧
逾
歳
不
已

是
吾
亡
良
祝
史
也

後
略

第

、「
〔

〕

、

〔

〕
」）
」

（

（

）

注
27

一
～
二
簡
）
と
い
う
文
章
か
ら
始
ま
る
。
斉
の
景
公
は
皮
膚
病
と
間
歇
熱
に
か
か
り
、

一
年
経
っ
て
も
癒
え
な
か
っ
た
。
臣
下
の
梁
丘
據
と
割

は
そ
の
原
因
を
、
良
い
祝
史

が
い
な
い
か
ら
だ
と
す
る

し
か
し

後
文
で

明
徳
観
行

歾
て
祟
り
著
る
な
り

明

。

、

「

、

（

つ

き

德
觀
行
、
歾
而
祟
著
也

（
第
九
簡
）
と
、
徳
行
を
失
っ
た
か
ら
こ
そ
祟
り
が
下
さ
れ

）
」

る
と
述
べ
る
。
本
文
献
は
、
景
公
が
悪
政
の
原
因
で
あ
っ
た
梁
丘
據
と
割

を
そ
れ
ぞ

れ
役
職
か
ら
外
し
た
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。

本
文
献
の
主
旨
は
、
景
公
が
自
分
の
過
ち
に
気
が
付
き
、
改
心
し
て
徳
政
を
敷
こ
う

と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
君
主
は
民
を
思
っ
て
政
治
を
行
う
べ
き
だ
と
い
う

の
が
本
文
献
の
核
と
な
る
主
張
で
あ
る
。
皮
膚
病
と
間
歇
熱
は
、
本
文
献
に
お
い
て
、

斉
国
の
治
政
を
振
り
返
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
最
終
的
に
病
の
よ
う
な

祟
り
が
起
こ
る
原
因
は
、
為
政
者
が
徳
行
を
失
っ
た
か
ら
だ
と
す
る
部
分
は

『
五
紀
』

、

第
二
一
部
分
の
「
雑
徳
純
な
ら
ざ
れ
ば
、
百
祟
の
殃
あ
り
」
と
近
い

『
五
紀
』
第
二
一

。

部
分
の
言
う
「
雑
徳
」
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
民
の
持
つ
徳
の
こ
と
で
あ
る
た
め

『
景

、

公
瘧
』
の
「
明
徳

、
つ
ま
り
為
政
者
の
持
つ
徳
と
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

」

し
か
し
、
徳
が
損
な
わ
れ
る
と
祟
り
が
生
じ
る
と
す
る
部
分
は
両
文
献
に
通
じ
る
。

こ
の
他

『
墨
子
』
尚
同
中
で
も
病
が
天
譴
と
見
な
さ
れ
る
。

、

夫
れ
既
に
天
子
に
尚
同
し
て
、
未
だ
天
に
尚
同
せ
ざ
る
者
は
、
則
ち
天
菑
将
猶
未

な

お

だ
止
ま
ず
。
故
に
天
の
降
す
寒
熱
の
節
あ
ら
ず
、
雪
霜
雨
露
の
時
な
ら
ず
、
五
穀

の
孰
せ
ず
、
六
畜
の
遂
げ
ず
、
疾
菑
戻
疫
・
飄
風
苦
雨
、
荐
臻
し
て
至
る
が
若
き

者
は
、
此
れ
天
の
罰
を
降
す
な
り
、
将
に
以
て
下
人
の
天
に
尚
同
せ
ざ
る
者
を
罰

。

、

、

せ
ん
と
す
る
な
り

故
に
古
者
の
聖
王
は

天
鬼
の
欲
す
る
所
を
明
ら
か
に
し
て

天
鬼
の
憎
む
所
を
避
け
、
以
て
天
下
の
利
を
興
し
、
天
下
の
害
を
除
く
。
是
を
以

て
天
下
の
万
民
を
率
い
て
、
斎
戒
沐
浴
し
、
潔
く
酒
醴
粢
盛
を
為
り
、
以
て
天
鬼

を
祭
祀
す
。

夫
既
尚
同
乎
天
子
、
而
未
尚
同
乎
天
者
、
則
天
菑
將
猶
未
止
也
。
故
當
若
天
降
寒

熱
不
節
、
雪
霜
雨
露
不
時
、
五
穀
不
孰
、
六
畜
不
遂
、
疾
菑
戾
疫
・
飄
風
苦
雨
、

荐
臻
而
至
者
、
此
天
之
降
罰
也
、
將
以
罰
下
人
之
不
尚
同
乎
天
者
也
。
故
古
者
聖

王
、
明
天
鬼
之
所
欲
、
而
避
天
鬼
之
所
憎
、
以
求
興
天
下
之
利
、
除
天
下
之
害
。

是
以
率
天
下
之
萬
民
、
齊
戒
沐
浴
、
潔
爲
酒
醴
粢
盛
、
以
祭
祀
天
鬼
。

「

」

、

、

こ
こ
で
い
う

天
の
罰

と
は

異
常
気
象
や
農
作
物
・
家
畜
が
成
長
し
な
い
こ
と

そ
し
て
疫
病
で
あ
る
。
こ
れ
も
明
ら
か
に
後
の
災
異
説
に
繋
が
る
思
想
と
言
え
る
。
異

、

、

常
気
象
や
作
物
の
不
作

疫
病
は
人
々
の
生
命
存
続
に
関
わ
る
国
家
の
一
大
事
で
あ
り

墨
子
は
人
々
が
天
に
同
一
し
て
従
う
こ
と
で
、
上
記
の
災
難
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
、

国
が
治
ま
る
と
述
べ
る
。

先
に
見
た
『
柬
大
王
泊
旱
』
も
こ
の
『
墨
子
』
尚
同
中
も
、
こ
う
し
た
国
家
を
揺
る
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が
す
一
大
事
へ
の
対
策
と
し
て
、
上
帝
・
天
・
鬼
神
へ
の
祭
祀
を
重
視
し
て
い
る
。
こ

こ
に
は
、
天
や
上
帝
が
天
子
を
介
し
て
民
を
治
め
て
い
る
か
ら
、
天
子
は
天
や
上
帝
の

好
む
こ
と
に
勉
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
世
界
観
が
あ
る

。

（
注

）
28

こ
こ
で
『
五
紀
』
第
二
一
部
分
に
立
ち
返
る
と

『
柬
大
王
泊
旱
』
や
『
墨
子
』
尚
同

、

中
を
支
え
る
こ
の
世
界
観
は
、
概
ね
『
五
紀
』
第
二
一
部
分
に
も
認
め
ら
れ
る
。
し
か

し

『
五
紀
』
で
は
全
体
を
通
し
て

「
天
子
」
や
「
王

「
君
」
と
い
っ
た
人
間
の
為

、

、

」
、

政
者
を
指
す
言
葉
が
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い

こ
れ
は

先
に
見
た

柬
大
王
泊
旱

景

。

、

『

』『

公
瘧

『
墨
子
』
と
は
異
な
る
。
こ
の
違
い
が
生
ま
れ
た
そ
の
一
因
に
は
、
文
献
的
性
質

』

の
違
い
が
あ
ろ
う

『
柬
大
王
泊
旱

『
景
公
瘧

『
墨
子
』
は
、
国
家
や
為
政
者
が
ど
う

。

』

』

あ
る
べ
き
か
に
力
点
を
置
く
文
献
で
あ
る
。
一
方
『
五
紀
』
は
、
あ
く
ま
で
天
文
暦
数

の
規
則
性
の
中
で
世
界
が
ど
の
よ
う
に
秩
序
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
か
を
説
く
文
献
で

あ
る
。
為
政
者
自
身
を
指
す
言
葉
の
使
用
頻
度
か
ら
も
、
こ
の
文
献
的
性
質
の
違
い
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
節
で
は
、
病
因
論
と
疾
病
観
の
観
点
か
ら
『
五
紀
』
第
二
一
部
分
の
思
想
的
特
徴

を
探
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
は
天
人
思
想
の
大
き
な
枠
組
み
の
中

、

で
、
鬼
を
病
因
と
し
な
が
ら
、
病
の
そ
も
そ
も
の
原
因
を
さ
ら
に
突
き
詰
め
て
考
え
て

い
る
と
こ
ろ
に
思
想
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
の
病
の
お
お
も
と
の
原
因

と
は
、
民
の
徳
が
不
純
で
あ
る
こ
と
と
、
民
が
天
を
敬
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
病
は
、

こ
う
し
た
民
の
好
ま
し
く
な
い
行
動
に
対
す
る
天
譴
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
的
特
徴
を
持
つ
第
二
一
部
分
は

『
五
紀
』
全
体
の
中

、

で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て

考
察
す
る
。

（
三

『
五
紀
』
全
体
の
中
で
第
二
一
部
分
が
果
た
す
役
割

）

最
後
に

『
五
紀
』
全
体
の
中
で
第
二
一
部
分
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

、

第
二
一
部
分
で
は
病
が
「
民
の
疾
」
と
、
民
に
限
定
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
冒
頭
で

「
作
め
て
百
祟
有
る
は
、
人
の
出
づ
る
に
在
り
」
と
人
の
存
在
が
祟
り
の
原
因
と
述
べ

て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
祟
り
の
具
体
的
内
容
で
あ
る
病
に
関
し
て
は
人
で
は
な
く
民
に

限
ら
れ
る
。
な
ぜ
人
の
疾
で
は
な
く
「
民
の
疾
」
と
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

は

『
五
紀
』
の
文
献
的
性
質
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
理
解
で
き
る
。

、『
五
紀
』
全
体
に
お
い
て
、
第
二
一
部
分
以
外
に
見
え
る
人
間
や
民
を
指
す
言
葉
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
（
○
数
字
は
文
章
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
つ
け
た
番
号
で
あ
る

。
）

①
天
地
・
神
祇
・
萬
貌
同
德
、
有
昭
明
明
、
有
洪
乃
彌
、
五
紀
有
常

（
第
二
～

。

三
簡
）

②
后
曰
、
一
曰
禮
、
二
曰
義
、
三
曰
愛
、
四
曰
仁
、
五
曰
忠
、
唯
后
之
政
、
民

之
德

（
第
九
～
一
〇
簡
）

。

③
后
曰
、
禮
鬼
、
義
人
、
愛
地
、
仁
時
、
忠
天

（
第
一
一
簡
）

。

、

、

、

、

、

、

④
受
德
發
時

春
夏
秋
冬

轉
受
寒
暑

四
極
至
風

降
施
時
雨

興
育
萬
生

六
畜
蕃
餘

（
第
二
九
～
三
〇
簡
）

。

、

、

、

、

⑤
后
曰

高
大
尚
民
之
祖

凡
彼
百
生
・
萬
族
・
貌
民

貴
賤
・
長
短
・
男
女

皆
使
仰
皇
天
之
三
德
、
曰
、
以
事
父
之
祖
而
供
母
之
祀
、
化
民
之
忒
、
是
謂

三
德

（
第
三
一
～
三
二
簡
）

。

⑥
民
之
裕
材
、
其
珍
珠
・
龜
・
象

（
第
三
三
簡
）

。

⑦
民
之
裕
材
、
其
珍
金
・
玉

（
第
三
四
簡
）

（
注

）
。
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⑧
后
曰
、
凡
此
萬
生
、
日
明
之
、
風
事
之
、
昭
昏
敬
之
、
大
昊
間
之
、
司
命
司

之
、
癸
中
視
之

（
第
三
四
～
三
五
簡
）

。

⑨
時
降
蕃
育
、
萬
生
所
望

〔
中
略
〕
庶
人
以
服
、
神
鬼
以
享

（
第
四
四
簡
）

。

。

⑩
后
曰
、
天
爲
筮
、
神
爲
龜
、
明
神
相
弐
、
人
事
以
謀

（
第
四
七
簡
）

。
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⑪
天
下
之
禮
、
動
以
行
之
、
口
以
將
之
、
此
之
謂
禮
、
此
之
謂
義
、
用
諸
天
、

用
諸
神
、
用
諸
人

（
第
五
一
～
五
二
簡
）

。

⑫
后
曰
、
吾
所
得
、
司
亦
得
之
、
吾
所
食
、
萬
亦
食
之
、
勿
隱
勿
匿
、
皇
后
之

式
。
后
閲
其
數
、
府
受
其
飭
、
非
佻
非
竊
、
勞
人
以
息

（
第
五
六
～

（
注

）
。

30

五
七
簡
）

⑬
北
斗
之
德
曰
、
我
秉
愛
、
疇
民
之
位
、
匡
天
下
、
正
四
位

（
第
六
五
～
六
六

。

簡
）

、〔

〕

、

。（

）

⑭
后
乃
数
數
稽
協
德

中
略

諦
律
五
紀

用
正
下
方

第
六
七
～
六
八
簡

⑮
唯
皇
上
帝
、
降
爲
民
式
、
建
設
五
行
、
四
時
是
備

（
第
七
〇
簡
）

。

、

、

、

。

、

、

⑯
轉
周
相
受

一
晦
一
明

章
視
象
則

萬
生
所
望

贛
司
民
德

爲
吉
爲
凶

爲
柔
爲
剛

（
第
七
四
簡
）

。

⑰
后
事
咸
成
、
萬
生
行
象
則
之

（
第
七
九
簡
）

。

⑱
凡
天
下
萬
民
、
作
好
用
此
、
蕃
息
用
此
、
嗣
子
用
此
、
恭
祀
用
此

（
第
九
一

。

簡
）

⑲
黃
帝
之
身
、
溥
有
天
下
、
始
有
樹
邦
、
始
有
王
公
。
四
荒
・
四
堪
・
四
柱
・

四
維
・
羣
祇
・
萬
貌
焉
始
相
之

（
第
九
七
～
九
八
簡
）

。

⑳
黃
帝
有
子
曰
蚩
尤
、
蚩
尤
既
長
成
人
、
乃
作
爲
五
兵

（
第
九
八
～
九
九
簡
）

。

㉑
黃
帝
乃
命
四
堪
戡
之
、
四
堪
乃
屬
、
四
荒
・
四
柱
・
四
維
・
羣
祇
・
萬
貌
皆

屬
、
群
祥
乃
亡
、
百
神
則
寧

（
第
一
〇
三
簡
）

。

㉒
黃
帝
乃
命
萬
貌
焉
始
祀
高
畏
・
畏
溥
・
四
荒
、
焉
始
配
帝
身

（
第
一
〇
八
～

。

一
〇
九
簡
）

『

』
、

、「

、

、

、

、

㉓
管
曰

奚
尚

后
歌
曰

振
振
尚
施

散
民
如
時

合
民
如
時

散
則
攝

潰
則
合

（
第
一
一
九
～
一
二
〇
簡
）

」
。

㉔
天
之
正
曰
明
視
、
人
之
德
曰
深
思
、
行
之
律
曰
遠
慮
、
由
規
正
矩
遂
度

（
第

。

一
二
五
～
一
二
六
簡
）

㉕
天
下
之
成
人
、
參
伍
在
身

（
第
一
二
七
～
一
二
八
簡
）

。

、

、

、

、

、

。

㉖
崇
貴
立
賤

勿
服
有
旗

六
官
六
府

民
之
裕
財

衰
殺
明
禮

道
義
使
來

、

、

、

。（

）

愛
忠
在
上

民
和
不
疑

光
裕
行
忠

唯
后
之
臨

第
一
二
九
～
一
三
〇
簡

②
⑤
⑥
⑦
⑫
⑬
⑮
⑱
㉓
㉖
で
は

「
民
」
そ
の
も
の
や
民
の
意
味
を
持
つ
「
萬

「
百

、

」

生

「
貌
民

「
萬
民
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
語
は
あ
る
国
に
住
む
人

」

」

々
の
こ
と
を
指
し
、
為
政
者
の
存
在
が
自
ず
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
語

、

、

、

が
使
わ
れ
る
記
述
を
見
る
と

主
に
国
家
の
秩
序
と
し
て
の
徳
や
国
家
の
統
治

財
産

人
口
の
増
加
を
述
べ
る
。

③
④
⑧
⑨
⑪
⑫
⑭
⑯
⑰
⑳
㉔
㉕
に
見
え
る
「
人

「
萬
生

「
下
方
」
は
、
広
く
人
間

」

」

や
人
類
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
語
を
使
う
場
合
は
、
宇
宙
や
自
然
と
い

う
大
き
な
世
界
の
中
に
お
け
る
人
間
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
⑩
の

「
人
事
」
も
広
く
人
の
行
い
を
指
す
。

「

」

、

、

、

①
⑲
㉑
㉒
の

萬
貌

は

伝
世
文
献
に
用
例
が
な
く

意
味
が
判
然
と
し
な
い
が

整
理
者
に
従
っ
て
万
民
・
万
人
の
意
味
で
と
る

「
貌
」
字
は
原
文
で
「
皃
」
字
と
な
っ

。

て
お
り
、
こ
れ
は
『
説
文
解
字
』
皃
部
に
「
皃
、
頌
儀
也
。
从
人
、
白
、
象
人
面
形
」

と
、
人
の
姿
を
表
す
文
字
と
さ
れ
る
。
整
理
者
は
お
そ
ら
く
こ
の
原
義
か
ら
類
推
し
て

。『

』

、

、

万
民
・
万
人
と
理
解
し
た
の
で
あ
ろ
う

五
紀

全
体
を
通
し
て
み
る
と

こ
の
語
は

①
で
は
天
地
・
神
祇
と
列
挙
さ
れ
、
⑲
㉑
で
は
群
神
群
祇
と
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
第
五

一
～
五
二
簡
に
は
「
此
れ
之
を
義
と
謂
い
、
諸
を
用
い
る
は
天
、
諸
を
用
い
る
は
神
、

諸
を
用
い
る
は
人
（
此
之
謂
義
、
用
諸
天
、
用
諸
神
、
用
諸
人

」
と
、
第
九
七
簡
に
は

）

「
於
天
は
規
の
如
し
、
於
神
は
矩
の
如
し
、
於
人
は
度
の
如
し
」
と
あ
り
、
天
と
神

あ

あ

あ

あ

あ

あ

と
人
と
は
世
界
を
支
え
る
三
本
の
柱
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
を
踏
ま
え

る
と
、
天
地
や
神
祇
に
続
い
て
出
て
く
る
「
萬
貌
」
も
万
民
・
万
人
と
理
解
し
て
問
題

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
⑤
に
は
「
貌
民
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
が
、
こ
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れ
は
お
そ
ら
く
人
民
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る

㉒
で
は

萬
貌

が

高
畏
・

。

「

」

「

畏
溥
・
四
荒
」
と
い
っ
た
神
祇
を
祀
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。
祭
祀
の
担
い
手
は
為

政
者
や
民
を
含
む
人
間
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も

「
萬
貌
」
は
万
民
・
万
人
と
理
解

、

で
き
る
。
あ
え
て
先
述
し
た
「
民
」
と
「
人
」
の
記
述
の
傾
向
に
当
て
は
め
て
考
え
る

な
ら
ば

「
萬
貌
」
は
「
人
」
に
近
い
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
正
確

、

に
は
分
類
が
難
し
い
。

で
は
、
こ
の
「
民
」
や
「
人
」
と
い
う
語
の
『
五
紀
』
全
体
に
お
け
る
使
わ
れ
方
の

傾
向
を
踏
ま
え
る
と
、
第
二
一
部
分
に
お
い
て
「
人
の
疾
」
で
は
な
く
「
民
の
疾
」
と

、

。

、

、

さ
れ
た
こ
と
は

ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
か

そ
し
て

そ
の
表
現
か
ら

『
五
紀
』
全
体
の
中
で
第
二
一
部
分
が
果
た
す
役
割
を
ど
の
よ
う
に
読
み
取
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

第
二
一
部
分
ま
で
で
は
、
世
界
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
人
々
の
間
に
秩
序
が
生

ま
れ
た
の
か
と
い
う
、
抽
象
的
か
つ
世
界
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
大
き
な
話
が
展
開
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
第
二
一
部
分
で
初
め
て
、
秩
序
が
乱
れ
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な

。

「

」

こ
と
が
起
こ
る
の
か
と
い
う
具
体
的
な
話
が
記
さ
れ
る

そ
こ
で
原
著
者
が

人
の
疾

で
は
な
く
「
民
の
疾
」
と
述
べ
た
の
は
、
病
が
た
だ
漠
然
と
人
間
に
と
っ
て
恐
ろ
し
い

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
病
人
が
増
え
れ
ば
国
力

の
低
下
に
繋
が
る
と
い
う
こ
と
を
、
現
実
味
を
持
た
せ
て
強
調
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
世
界
の
形
成
を
説
く
『
五
紀
』
の
読
者
に
は
、
お
そ
ら
く
国
家
運

営
に
携
わ
る
人
々
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
々
が
、
自
国
民
の
病
が
天
の
譴
責

で
あ
る
と
知
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
病
を
生
じ
さ
せ
な
い
方
法
と
し
て
、
天
を
敬
う

こ
と
を
挙
げ
る
が
、
こ
れ
は
、
国
家
祭
祀
を
重
視
す
る
記
述
と
も
と
れ
る
。
為
政
者
が

民
を
ま
と
め
て
祭
祀
を
行
う
こ
と
は
、
先
掲
の
『
墨
子
』
尚
同
中
に
「
故
に
古
者
の
聖

王
は
、
天
鬼
の
欲
す
る
所
を
明
ら
か
に
し
て
、
天
鬼
の
憎
む
所
を
避
け
、
以
て
天
下
の

利
を
興
し
、
天
下
の
害
を
除
く
。
是
を
以
て
天
下
の
万
民
を
率
い
て
、
斎
戒
沐
浴
し
、

潔
く
酒
醴
粢
盛
を
為
り
、
以
て
天
鬼
を
祭
祀
す
」
と
あ
っ
た
と
お
り
、
重
要
な
政
治
活

動
で
あ
る

「
民
の
疾
」
の
恐
怖
を
描
く
こ
と
で
、
こ
れ
を
読
ん
だ
為
政
者
あ
る
い
は
政

。

治
に
携
わ
る
人
々
は
、
祭
祀
の
重
要
性
を
実
感
し
た
は
ず
で
あ
る

「
人
の
疾
」
と
書
い

。

た
場
合
、
こ
の
現
実
味
は
薄
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
一
部
分
で
具
体
的
な
病
に
つ
い
て
は
民
に
限
定
さ
れ
る
が

「
作
め
て
百
祟
有
る

、

は
、
人
の
出
づ
る
に
在
り

「
於
天
は
規
の
如
し
、
於
神
は
矩
の
如
し
、
於
人
は
度

」
、

あ

あ

あ

あ

あ

あ

の
如
し
」
と
「
人
」
の
語
も
使
わ
れ
る
。
こ
こ
で
民
に
限
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
は

「
百

、

祟
」
自
体
は
国
内
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
起
こ
る
も
の
だ
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
天
や
神
と
と
も
に
世
界
の
秩
序
を
支
え
る
人
間
が
乱
れ
る
と
、
秩
序
は
保
た
れ
な

、「

」

。『

』

、「

」

く
な
り

百
祟

が
発
生
す
る

五
紀

の
原
著
者
は
こ
の
世
界
観
の
中
で

百
祟

「

」

。

、

の
具
体
的
な
一
例
と
し
て

民
の
疾

を
挙
げ
た

こ
の
第
二
一
部
分
が
あ
る
こ
と
で

『
五
紀
』
全
体
で
主
張
さ
れ
る
、
后
帝
の
生
み
出
し
た
秩
序
の
重
要
性
が
さ
ら
に
浮
き

彫
り
に
な
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
病
の
記
述
を
有
す
る
『
五
紀
』
第
二
一
部
分
を
釈
読
し
た
上
で
、
そ
の

思
想
的
特
徴
を
病
因
論
と
疾
病
観
の
観
点
か
ら
検
討
し
、
当
該
部
分
の
『
五
紀
』
全
体

に
お
け
る
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
は
天
人
思
想
を
基
に
、
あ
ら
ゆ
る
祟
り
の
原
因
が
人
間
の
誕

生
に
あ
る
と
し
、
そ
の
祟
り
の
一
つ
で
あ
る
民
の
病
は
、
民
の
徳
が
不
純
で
あ
る
こ
と

と
民
が
天
を
敬
わ
な
い
せ
い
で
生
じ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
病
を
天
譴
と
す
る
疾
病
観

の
現
れ
と
言
え
る
。
こ
の
天
譴
と
し
て
の
病
を
実
際
に
民
に
も
た
ら
す
の
は
紛
れ
も
な

く
鬼
で
あ
り
、
こ
れ
は
特
に
先
秦
に
お
い
て
盛
ん
だ
っ
た
鬼
の
病
因
論
に
基
づ
く
思
想

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
疾
病
観
や
病
因
論
を
基
盤
に
、
広
く
人
間
で
は
な
く
民
に
限
定
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し
て
病
を
描
く
第
二
一
部
分
は

『
五
紀
』
全
体
に
お
い
て
、
世
界
の
秩
序
が
乱
れ
、
国

、

力
が
低
下
す
る
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
を
伝
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

逆
に
言
え
ば
、
第
二
一
部
分
が
あ
る
こ
と
で
、
秩
序
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
。

病
を
天
譴
と
す
る
思
想
は
漢
代
以
降
も
災
異
説
の
中
に
息
づ
い
て
い
た

例
え
ば

漢

。

、『

書
』
五
行
志
に
は
病
を
天
譴
と
す
る
記
述
が
極
め
て
多
い
。
体
系
化
さ
れ
た
五
行
思
想

と
気
の
理
論
の
下
、
よ
り
厳
密
な
法
則
性
に
従
い
、
発
病
の
意
味
づ
け
が
行
わ
れ
る
。

『
五
紀
』
に
も
五
行
思
想
は
出
て
く
る
が
、
全
体
を
貫
い
て
五
行
が
重
ん
じ
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い

。
第
二
一
部
分
で
も
病
の
説
明
に
五
行
思
想
は
用
い
ら
れ

（
注

）
31

て
お
ら
ず
、
こ
こ
か
ら
も
『
五
紀
』
の
原
著
者
が
や
は
り
気
で
は
な
く
鬼
に
病
因
を
求

め
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
鬼
の
病
因
論
も
、
後
代
に
至
っ
て
も
な
お
人
々
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
後
漢
の

王
充
『
論
衡
』
辨
祟
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

、

、

、

世
俗
禍
祟
を
信
じ

以
為
え
ら
く
人
の
疾
病
・
死
亡

及
び
患
を
更
け
罪
を
被
り

う

戮
辱
・
懽
笑
は
、
皆
犯
す
所
有
れ
ば
な
り
と
。
起
功
・
移
徙
・
祭
祀
・
喪
葬
・
行

作
・
入
官
・
嫁
娶
に
、
吉
日
を
択
ば
ず
、
歳
・
月
を
避
け
ず
ん
ば
、
鬼
に
触
れ
神

に
逢
い
、
時
を
忌
ん
で
相
害
う
。
故
に
病
を
発
し
禍
を
生
じ
、
法
に
絓
り
て
罪

お

こ

か

か

に
入
り
、
死
亡
に
至
り
、
家
を
殫
し
門
を
滅
す
。
皆
重
慎
せ
ず
、
忌
諱
に
犯
触
す

つ

く

る
の
致
す
所
な
り
。
如
実
に
之
を
論
ず
れ
ば
、
乃
ち
妄
言
な
り
。

世
俗
信
禍
祟
、
以
爲
人
之
疾
病
・
死
亡
、
及
更
患
被
罪
、
戮
辱
・
懽
笑
、
皆
有
所

犯

起
功
・
移
徙
・
祭
祀
・
喪
葬
・
行
作
・
入
官
・
嫁
娶

不
擇
吉
日

不
避
歲
・

。

、

、

月
、
觸
鬼
逢
神
、
忌
時
相
害
。
故
發
病
生
禍
、
絓
法
入
罪
、
至
于
死
亡
、
殫
家
滅

門
。
皆
不
重
慎
、
犯
觸
忌
諱
之
所
致
也
。
如
實
論
之
、
乃
妄
言
也
。

王
充
は
こ
れ
を
「
人
の
疾
病
は
、
風
湿
と
飲
食
と
に
由
ら
ざ
る
者
有
る
こ
と
希
な
り

（
人
之
疾
病
、
希
有
不
由
風
濕
與
飮
食
者

」
と
言
っ
て
退
け
て
い
る
。
王
充
の
主
張
は

）

あ
く
ま
で
「
辨
祟

、
つ
ま
り
祟
り
全
般
を
論
ず
る
と
こ
ろ
に
あ
る
た
め
、
具
体
的
に
ど

」

の
よ
う
な
鬼
が
身
体
の
ど
こ
に
危
害
を
加
え
、
ど
の
よ
う
な
病
を
も
た
ら
す
の
か
ま
で

は
触
れ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
一
般
論
が
確
認
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

記
述
か
ら
、
王
充
の
生
き
た
後
漢
で
も
い
ま
だ
鬼
の
病
因
論
も
人
々
の
間
に
は
残
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
自
体
は
分
か
る
。

ま
た

『
後
漢
書
』
襄
楷
伝
に
も
「
長
吏
の
殺
生
は
己
よ
り
し
、
死
者
は
多
く
其
の
罪

、

に
非
ず
、
魂
神
冤
結
し
て
、
帰
訴
す
る
所
無
く
、
淫
厲
疾
疫
、
此
れ
よ
り
起
こ
る
（
長

吏
殺
生
自
己
、
死
者
多
非
其
罪
、
魂
神
冤
結
、
無
所
歸
訴
、
淫
厲
疾
疫
、
自
此
而
起

」）

と
あ
り
、
捕
ま
っ
た
後
に
罪
の
嫌
疑
を
精
査
さ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
長
吏
に
殺
さ
れ
て
し

ま
っ
た
人
の
魂
の
恨
み
が
疫
病
を
起
こ
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

『
五
紀
』
第
二
一
部
分
に
見
え
る
思
想
は
、
こ
の
よ
う
な
漢
代
以
降
の
疾
病
観
や
病

因
論
を
築
い
た
土
台
の
一
部
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、
本
稿
で
は
『
五
紀
』
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
を
進
め
た
が
、
い
く
つ
か
引
用
し

た
と
お
り
、
他
の
出
土
文
献
や
伝
世
文
献
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
の
枠
組
み
の
中
で
病

や
身
体
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
文
献
を
さ
ら
に
網
羅
的
に
調
べ
、
中
国
思
想
史
の
大
き

な
流
れ
の
中
に
『
五
紀
』
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注

（
１
）
黄
徳
寛
主
編
『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
一
一

』
下
巻
（
中
西
書
局
、
二
〇
二
一
年

、
八

）

）

九
頁
。

（
２
）
以
下
、
読
み
替
え
の
根
拠
と
し
て
出
土
文
献
の
釈
文
を
引
用
す
る
場
合
、
該
当
文
字
だ
け
原

文
と
釈
文
を
併
記
し
、
関
係
の
な
い
部
分
は
全
て
釈
文
の
み
と
す
る
。



（ 64 ）

（
３
）
明
・
江
瓘
『
名
医
類
案
』
巻
三
に
は
「
積
塊
者
氣
固
結
也
」
と
あ
る
。

（
４
）
朱
曉
雪
『
包
山
楚
簡
総
述

（
海
峡
出
版
発
行
集
団
・
福
建
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年

、

』

）

五
五
七
頁
。

（
５
）
荊
門
市
博
物
館
『
郭
店
楚
墓
竹
簡

（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
八
年

、
二
〇
〇
頁
。

』

）

（
６
）
李
家
浩
「
読
『
郭
店
楚
墓
竹
簡
』
瑣
議

（

中
国
哲
学
』
編
集
部
・
国
際
儒
聯
学
術
委
員
会

」
『

編
『
郭
店
楚
簡
研
究

（

中
国
哲
学
』
第
二
〇
輯

、
遼
寧
教
育
出
版
社
、
一
九
九
九
年

、

』
『

）

）

三
四
七
～
三
四
八
頁
。

（
７
）
王
寧
「
説
清
華
簡
《
五
紀
》
中
用
為
〝
尾
〟
、
〝
衍
〟
之
字

（
復
旦
大
学
出
土
文
献
与
古
文

」

字
研
究
中
心
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
学
者
文
庫h

t
t
p
:
/
/
f
d
g
w
z
.
o
r
g
.
c
n
/
W
e
b
/
S
h
o
w
/
7
8
6
4

、
二
〇

二
二
年
一
月
三
日
発
表
）

（
８
）
程
少
軒
「
試
説
戦
国
楚
地
出
土
文
献
中
歌
月
元
部
的
一
些
音
韻
現
象

（
簡
帛
網h

t
t
p:
/
/
ww
w
.

」

b
sm
.
o
rg
.
cn
/
?
ch
u
j
ia
n
/
52
7
4.
h
t
ml
#
_
ft
n
1
9

、
二
〇
〇
九
年
六
月
九
日
発
表
）

（
９
）
清
華
大
学
出
土
文
献
読
書
会
「
清
華
簡
第
十
一
輯
整
理
報
告
補
正

（
清
華
大
学
出
土
文
献
研

」

究
与
保
護
中
心
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジh

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
c
t
w
x
.
t
s
i
n
g
h
u
a
.
e
d
u
.
c
n
/
i
n
f
o
/
1
0
8
1
/
2
7
4

9
.h
t
m

、
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
六
日
発
表
）

（

）
注

前
掲
論
文
。

10

9

（

）
張
崇
礼
「
釈
〝

気
〟

（
復
旦
大
学
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
学

」

11

者
文
庫h

t
t
p:
/
/f
d
g
wz
.
o
rg
.
c
n/
W
eb
/
S
ho
w
/
66
4

、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
六
日
発
表
）

（

）
張
雨
絲
・
林
志
鵬
「
清
華
簡
《
五
紀
》
〝
四
冘
〟
小
議

（
復
旦
大
学
出
土
文
献
与
小
文
字
研

」

12

究
中
心
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
学
者
文
庫h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
f
d
g
w
z
.
o
r
g
.
c
n
/
W
e
b
/
S
h
o
w
/
7
8
6
9

、
二
〇

二
二
年
一
月
七
日
発
表
）

（

）
整
理
者
は
「
唯
后
之
正
民
之
德
」
と
区
切
ら
ず
に
読
む
が
、
注

前
掲
論
文
は
伝
世
文
献
で

13

9

王
の
政
と
民
の
徳
が
対
に
な
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
根
拠
に
「
唯
后
之
政
、
民
之
德
」
と
読

む
。
い
ず
れ
の
読
み
方
も
成
立
す
る
が
、
本
稿
で
は
全
体
の
文
脈
を
考
慮
し
て
注

前
掲
論

9

文
の
読
み
方
に
従
っ
た
。

（

）
工
藤
元
男
「

卜
筮
祭
禱
簡
」
と
貞
人
・
貞
卜

（

占
い
と
中
国
古
代
の
社
会
：
発
掘
さ
れ
た

「

」
『

14

古
文
献
が
語
る

、
東
方
書
店
、
二
〇
一
一
年

、
一
九
二
～
一
九
三
頁
。

』

）

（

）
包
山
楚
簡
の
竹
簡
の
組
名
と
竹
簡
番
号
は
朱
暁
雪
『
包
山
楚
簡
綜
述

（
福
建
人
民
出
版
社
、

』

15

二
〇
一
三
年
）
に
よ
る
。

（

）
七
号
墓
の
椁
室
の
門
楣
に
「
五
十
一
年
曲
陽
士
伍
邦
」
と
刻
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
秦
の
昭

16

王
五
一

前
二
五
六

年
の
こ
と
で
あ
る

ま
た

一
一
号
墓
か
ら
出
土
し
た
竹
簡
資
料

編

（

）

。

、

『

年
記

（
現
『
葉
書

）
の
最
終
行
が
「
三
十
年

（
秦
の
昭
王
三
〇
年
、
前
二
五
六
年
）
で
終

』

』

」

わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
根
拠
に
、
墓
葬
年
代
が
割
り
出
さ
れ
た
（
陳
偉
主
編
『
秦
簡
牘
合

集
：
釈
文
注
釈
修
訂
本
（
一

、
武
漢
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
、
三
頁

。

）
』

）

（

）
陳
偉
「

日
書
》
所
見
疾
病
問
題
探
賾
：
以
睡
虎
地
秦
簡
《
日
書
》
為
例

（

古
代
文
明
』
第

《

」
『

17

一
五
巻
第
三
期
、
二
〇
二
一
年
七
月

、
六
八
～
七
五
頁
。

）

（

）『

』

「
「

」

「

」

」（

、

日
書

の
書
き
下
し
文
は
工
藤
元
男

卜
筮
祭
禱
簡

か
ら

日
書

へ

注

前
掲
書

18

14

二
一
六
頁
）
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
釈
文
と
竹
簡
番
号
は
、
陳
偉
主
編
『
秦
簡
牘
合
集
：
釈

文
注
釈
修
訂
本
（
二

（
武
漢
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
に
従
う
。

）』

（

）
工
藤
元
男
「

卜
筮
祭
禱
簡
」
か
ら
「
日
書
」
へ

（
注

前
掲
書)

、
二
二
一
～
二
二
二
頁
。

「

」

19

14

（

）
書
き
下
し
文
は
工
藤
元
男
「
睡
虎
地
秦
簡
「
日
書
」
に
お
け
る
病
因
論
と
鬼
神
の
関
係
に
つ

20

い
て

（

東
方
学
』
第
八
八
輯
、
一
九
九
四
年
七
月
、
一
二
頁
）
を
参
照
し
た
。

」
『

（

）
注

前
掲
論
文
、
七
四
～
七
五
頁
。

21

17

（

）
石
田
秀
実
「
風
の
病
因
論
と
中
国
伝
統
医
学
思
想
の
形
成

（

思
想
』
第
七
九
九
巻
、
一
九

」
『

22

九
一
年
一
月

、
一
〇
六
～
一
〇
七
頁
。

）

（

）

「
「

」

」（
『

』

、

大
形
徹

気

系
の
病
因
論
：
張
家
山
漢
簡
を
中
心
と
し
て

人
文
学
論
集

第
一
三
巻

23

一
九
九
五
年
三
月

、
三
三
頁
。

）

（

）
草
野
友
子
「
上
博
楚
簡
『
柬
大
王
泊
旱
』
の
思
想
的
特
質

（

中
国
新
出
土
文
献
の
思
想
的

」
『

24

研
究

、
汲
古
書
院
、
二
〇
二
二
年
一
月

、
二
三
七
頁
。

』

）

（

）『

』

、

、

柬
大
王
泊
旱

の
書
き
下
し
文
と
釈
文
は

注

前
掲
書
の
二
〇
八
～
二
四
四
頁
に
基
づ
き

25

24
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一
部
論
者
が
改
め
た
。

（

）
皮
膚
病
の
話
を
、
旱
魃
が
起
き
て
も
反
省
し
な
い
簡
王
に
対
す
る
さ
ら
な
る
譴
責
と
解
釈
す

26

る
考
え
方
は
、
浅
野
裕
一
氏
の
説
に
従
っ
た
（
浅
野
裕
一
「
上
博
楚
簡
『
柬
大
王
泊
旱
』
の

災
異
思
想

、
浅
野
裕
一
編
『
竹
簡
が
語
る
古
代
中
国
思
想
（
三

：
上
博
楚
簡
研
究

、
汲
古

」

）

』

書
院
、
二
〇
一
〇
年
、
三
～
三
六
頁

。）

（

）
釈
文
と
書
き
下
し
文
は
、
野
原
将
揮
「
上
海
博
楚
簡
『
競
公
瘧
』
訳
注

（

出
土
文
献
と
秦

」
『

27

楚
文
化
』
第
四
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
、
一
三
九
～
二
二
八
頁
）
を
基
礎
に
、
一
部
、
浅
野

裕
一
「
上
博
楚
簡
『
景
公
瘧
』
に
お
け
る
為
政
と
祭
祀
呪
術

（

中
国
研
究
集
刊
』
第
四
五

」
『

号
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
、
一
～
二
六
頁
）
の
読
み
も
参
考
に
し
て
作
成
し
た
。

（

）
元
勇
準
「
上
博
楚
簡
「
柬
大
王
泊
旱
」
に
つ
い
て

（

人
文
科
学
』
第
一
二
巻
、
二
〇
〇
七

」
『

28

年
三
月

、
一
六
〇
頁
。

）

（

）
整
理
者
は
「
金
・
玉
・
石
」
と
す
る
が
、
注

前
掲
論
文
に
従
い

「
石
」
字
は
「
后
」
字
の

、

29

9

訛
化
し
た
文
字
と
考
え
る
。
次
行
の
「
后
曰
、
凡
萬
生
」
の
「
后
」
字
が
こ
の
「
石
」
字
で

あ
る
。

（

）
原
文
は
「
思
」
字
で
あ
る
。
整
理
者
は
「
使
」
字
に
読
み
替
え
る
が
、
本
稿
で
は
『
墨
子
』

30

「

、

」

、

非
命
下
に

寒
者
得
衣

勞
者
得
息

と
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
注

前
掲
論
文
に
従
い

9

「
息
」
字
と
す
る

「
思
」
字
を
「
息
」
字
に
読
み
替
え
る
他
の
例
は
、
清
華
簡
『
湯
處
於
湯

。

丘
』
第
一
一
簡
に
「
勞
有
所
思
（
息

、
饑
有
所
食
」
と
あ
る

『
湯
處
於
湯
丘
』
の
当
該
箇

）

。

所
を
こ
の
よ
う
に
読
み
替
え
た
の
は
陳
偉
氏
で
あ
り
、
氏
は
「
思
」
字
と
「
息
」
字
と
は
音

が
近
い
と
述
べ
る

陳
偉

読

清
華
竹
簡

伍

札
記

三
則

簡
帛
網h

tt
p
:
//
w
w
w.

（

「

《

〔

〕》

（

）
」
、

b
sm
.
o
rg
.
c
n/
?
c
hu
j
ia
n
/
63
6
1
.h
t
m
l

、
二
〇
一
五
年
四
月
一
一
日
発
表

。）

（

）
賈
連
翔
「
清
華
簡
《
五
紀
》
中
的
〝
行
象
〟
之
則
与
〝
天
人
〟
関
係

（

文
物
』
二
〇
二
一

」
『

31

年
第
九
期

、
九
〇
頁
。

）

【
附
記
】

本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
２
１
Ｊ
１
０
１
５
２
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

六
車

楓
（
む
ぐ
る
ま
・
か
え
で
）

一
九
九
五
年
生
ま
れ
。
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
、
日
本
学
術
振

興
会
特
別
研
究
員
（
Ｄ
Ｃ
２

。
専
門
は
中
国
医
学
思
想
史
。
共
著
に
『
よ
く
わ
か
る
中

）

国
思
想

湯
浅
邦
弘
編
著

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

二
〇
二
二
年
二
月

主
要
論
文
に

清

』（

、

、

）
、

「

華
簡
『
病
方
』
釈
読
：
中
国
医
学
思
想
史
の
再
検
討

（

待
兼
山
論
叢
』
第
五
五
号
哲
学

」
『

篇
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
）
な
ど
。
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